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日程第１   一般質問  

 

 



 

発言順序 議席番号 氏　 名

１ ３番 井戸 太郎 １　駅前文化ホール新設に関しては、住民投票、もしく

　　は大規模アンケート調査の実施を

２　保育士募集の切り札、面接に数千円の支給を、緊急

　　時には就職祝い一時金を

２ ４番 森田 　勝 １　未利用町有地は売却を　

２　駅周事業の町への貢献度の検証を

３　町地域振興センターは事業の見直しを

３ ５番 稲月 敏子 １　「産休明け保育」実施の検討を

２　廃棄物減量化に対して本気の取り組みを

４ １２番 馬本 隆夫 １　リサイクルセンターの移転について

２　平群駅周辺に町営のコインパーキング設置を

３　町発注建設工事について地元業者育成を

４　公共交通空白地域の解消について

５ ６番 植田 いずみ １　就学援助の入学準備金拡充と入学前支給を

２　子どもの眼の健康を守る体制を

６ ２番 城内 敏之 １　介護保険について

  一 般 質 問 発 言 順 序  

質　　問　　要　　旨



 

－１５３－ 

再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆さん、おはようございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより平成

２９年平群町議会第１回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおり、一般質

問であります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 今定例会の一般質問は１０名の議員から提出されております。本日は発言順

位１番から６番までといたします。順次質問を許可いたします。  

 まず、発言番号１番、議席番号３番、井戸君の質問を許可いたします。井戸

君。  

○３  番  

 おはようございます。きょうはホワイトデーですけども、いいことがありま

すように、よろしくお願いします。では、通告に基づきまして、大きく２点に

ついて質問させていただきます。  

 大きく一つ目、駅前文化ホール新設に関しては、住民投票、もしくは大規模

アンケート調査の実施を。  

 駅前文化ホール新設について、この３月議会において設計の予算が計上され

ました。まさに建設の第一歩であると言えます。しかし、初めの一歩と同時に

引き返せない一歩とも言えます。問題は建設費用です。昨年の１２月議会にも

平群町の財政について質問させていただきました。現在、約１３６億円の借金

を抱える平群町にとって、３年後以降に借金返済の山場が訪れ、非常に厳しい

状況です。しかし、さらにこの上、駅前文化ホール建設をすることで、推定約

１５０から１５５億円という平群史上、類を見ない額に膨れ上がり、同時に毎

年の返済が約１２億円規模を超え、返済が滞る危険性まであります。まさに経

営破綻、デフォルトになりかねないわけです。  

 これまで建設について借りることしか議論されず、一番重要な返済すること

について議論されていません。返済方法を具体的にできないぐらい深刻な状況

であります。実際に返済となると、想像を絶する行政サービスの切り捨てを行

わなければならなくなります。住民の方々は、このような現状を把握せずに建
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設を見守っています。私の聞き取り調査によると、借金をきちんと返済するの

が常識ではないかという意見が多数でした。今のまま建設のデメリットをうや

むやにしたまま進めていけば、３年後以降に泣くのは住民の方々であります。

全ての情報を開示した上で住民の方々の理解を得て、建設を進めるべきである

と考えます。そのためにはメリットだけではなく、デメリットを含めた情報を

開示し、その上で住民の意向がわかる住民投票もしくは大規模アンケートの実

施をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。  

 大きく二つ目であります。保育士募集の切り札、面接時に数千円の支給を、

緊急時には就職祝い一時金を。  

 全国的に保育士の確保が喫緊の課題となっています。保育士の免許状所有者

の数は多いものの、業界の待遇の悪さ、労働環境の悪さから保育士以外の職種

につく方が多いと聞いています。実際、私の知っている保育士、幼稚園教諭免

許保持者のほとんどがその職についていません。  

 そこで、この平群町も人材確保に苦労しています。財政上の問題から臨時職

員しか雇うことができず、待遇面でも厳しい状況であると言えます。具体的に

は、経験加算、年齢加算なし、昇給なしの月給１６万円でした。ここ数年、他

市町村よりもいい人材を確保するため、月給を少しずつ上げ、今では１６万５，

０００円程度にしています。ちなみに、近隣町である三郷町も人材確保のため

臨時職員給与を１７万円に上げています。いつの間にか逆転されていたわけで

す。  

 さて、平群町の具体的な問題として特に深刻なのは、年度途中の人材確保で

す。産前産後休暇、育児休暇、病気休暇などの休職に加え、年度途中の入園希

望者に対応するためです。昨年、ことしと夏を過ぎたあたりから施設の許容範

囲内であるのにかかわらず、保育士の不足により待機児童が生まれることにな

りました。そこで、待機児童解消はまさに子育て支援、人口施策のかなめで重

要であります。年度途中の待機児童を解消するため、一刻も早く人材確保をす

る方法の一つとして、次の二つを提案したいと思います。  

 一つ目、面接初回に限り、一定の金額を支給する。面接の謝礼金といいます

か、そういうものを支給するというものです。二つ目、就職することになれば、

就職祝い一時金の支給をする。臨時職員全員の月額給を上げることは財政上の

負担が大きく厳しいため、あくまでも臨時的措置として緊急時の期間の採用に

のみ適用することで、少ない支出でより速やかに人材確保できるようになると

考えます。いかがでしょうか。  

 大きく２点です。よろしくお願いいたします。  

○議  長  



 

－１５５－ 

 政策推進課参事。  

○政策推進課参事  

 それでは、私のほうから井戸議員ご質問の（仮称）文化センター・図書館建

設に関して、住民投票もしくは大規模アンケート調査の実施についてお答えさ

せていただきます。  

 まず、アンケート調査の件ですが、近年のまちづくりアンケート調査の実績

としましては、一つ、平成２９年から２３年３月に平群町の窓口での転入・転

出者を対象にいたしました「平群町魅力あるまちづくりアンケート調査」、二つ

目としまして、平成２３年１０月から実施しました「第５次総合計画策定のア

ンケート調査」、三つ目、平成２５年１月から８月にかけて実施しております「公

共施設の利用状況と今後のあり方に関するアンケート調査」、四つ目が、平成２

７年７月から８月にかけて実施しております「平群町人口ビジョン総合戦略策

定のための住民アンケート調査」等々を実施してございます。  

 そこで、主な質問、回答を御紹介させていただきますと、一つは「今後どの

ような公共施設が平群町に必要だと思いますか」そういう設問に対しまして、

答えの多かった順番から申し上げますと「図書館」、次いで「公民館ホール」「文

化ホール」「コミュニティー施設」の順となってございます。続いての設問です

けども、「平群駅前にあるとよいと考える機能については何か」という設問に対

しましては、「町役場」「駐車場」「図書館」「町民ホール」「保育所・託児所」の

順となってございます。三つ目、「これからの公共施設のあり方を考える上で大

切だと思うことは」についての設問でございますけども、「利用者の少ない公共

施設は統廃合を進めて施設を減らし、町財政への費用負担軽減を図る」とする

回答が全体の４割を占めてございます。次いで、「利便性の高い施設に機能を集

めて複合化し、行政サービスを効率化する」との回答が全体の３割、「公共施設

を個々に建てかえたり、新規整備を進めることで町の活性化を図る」とする回

答は全体の１割にとどまっております。そういうことで、総体的には施設の機

能集約、複合化による行政サービスの効率化の支持がされている状況がうかが

えるものでございます。  

 （仮称）文化センター・図書館建設に関しましては、これまでの住民説明会

開催の中でも財政状況を含めた説明を行い、また近年のアンケート調査結果で

も、公共施設は図書館が圧倒的多数の住民から必要な施設として挙げられてお

り、そのほかには多目的ホールを含む公民館、大規模な文化ホールが求められ

ているとのことであり、改めてアンケート調査実施の予定や住民投票実施の考

えはございません。  

 なお、建設に関しましては、交付金、起債とは別に一定の一般財源が必要で
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ございます。また、建設による負債発行後は、平成３４年度以降、本格的な償

還が始まり、その償還財源の確保が課題でございまして、議員御心配のとおり、

引き続き厳しい財政見込みであることは間違いございません。ただ、いずれに

しましても、平群町の公共施設の老朽化対策とあわせて平群駅周辺の活力とに

ぎわい創出に向け、（仮称）文化センター・図書館建設に取り組んでまいるもの

でございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 数々のアンケートを行っているということで、今後するつもりはないという

答弁だったと思うんですけれども、私も文化ホール自身はつくってほしいとい

う思いはすごくあるんですけども、ただ皆さんの今の回答を聞いていますと、

そういうのをつくってほしいという意見が出ているということは、もちろん理

解できます。  

 ただ、問題は持っている情報ですね。住民さんってなかなか、私たちもそう

ですけど、よっぽど踏み入れて勉強しないと情報が入ってこないというか、計

算できないという状況ですので、ぱんとわかるように住民さんにもメリットと

デメリットを実際に提示した上でどうでしょうかというアンケートなりとれば

ですね、本当のいろんなデータが出てくるのではないかと思うわけですね。そ

ら、やるからにはメリットをいろいろ強調するわけですけども、例えばですけ

ど、私が聞いていましても、他の市町村でも困ってられるのは建設費が実際高

騰していると。１割から２割上がっている状況のときに建設をするのかという

ことですね。新聞でも話題になっていましたけども、岩手県ですかね、つい先

日ですけれども、入札する業者がいないと。要は、震災復興とオリンピックで

すよね。このオリンピックがあることによって、より多く大体１割から２割高

く落札が上がっていると。今までは七十数％で落札されていたものが九十数％

に上がっていると。岩手県では２０％近く上がっているとなってくると、うち

でいうと２０億、３０億のものでしたら、三、四億、５億変わってくるわけで、

そういうことで待てば変わるかも。オリンピックが終わればちょっと落ちつく

のかなという気もします。これはわからないですけどね、実際、震災の復興が

ありますので。だから、そういう問題であるとか、特に住民さんなんかでもそ

うなんですけども、後々がどうなるかを知らないというのが大きいと思うんで

す。  

 特に借金とかローンについては、結構住民さんも心配しておられてですね、
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つい先日、平群町の今の負債、公債の地方債残高についてのツイートをしたわ

けですね。すると、私もびっくりしたんですけれども、大体私のツイッターの

フォロワーといいますか、見てくださっている人はすごく若い世代といいます

か、大体高校生、大学生、社会人が多いんですけれども、私史上最高のリツイ

ートとかを記録しまして、延べ人数が大体１万６，０００人の方が、延べです

ので実際は数千人かもしれないですけど、平群町の財政赤字がこんだけあるこ

とに対してすごく心配をされているわけですね。そんだけお金に関しては興味

といいますか、ちょっと危機感を持って住民の方も見ているという現状がござ

いました。  

 私がこういう一般質問をしましたのは、一番怖いのは私自身、無駄を省くと

ずっと言ってまいりました。これは議員になって、当初から６年以上前のこと

なんですけども言ってきたんです。もし例えば建設となればですね、無駄を省

くだけでは足りない状況になるというのが実際わかっています。年間に３億、

４億、私も一般質問をさせていただきましたが、無駄を省くだけでは限界なの

で、今まで大事であった、当たり前であったサービスすら削らなくならざるを

得ないということなんですね。  

 そうなってくるとですね、今つくりましたアンケート調査では、実際メリッ

トは、もちろん駅周の解決であるとか古い公共施設を直すとかいろいろな部分

があるんですけど、メリットだけじゃなくデメリットをしないと後で削られる

分、そういうのが後になってから住民さんの中でこんなはずはなかったとか、

そういう苦情ですね、何で最初に言ってくれなかったのとか、そういうのがす

ごく心配なんですね。ですから、きっちり本当に重要な、もちろんメリットも

伝えて、デメリットも伝えてアンケートなり、住民投票というたら、ちょっと

大きくなるんですけども、そういうものをして住民さんの意向を伺うというの

も一つの案と僕は思うんですね。その辺を踏まえて、後々のトラブル防止とか

デメリット、そういう情報公開を含めて当局としてはどういうお考えなのか、

お願いします。  

○議  長  

 政策推進課参事。  

○政策推進課参事  

 ただいま井戸議員のほうから町財政の現状について、大変御心配していただ

いておるところでございます。特に地方債残高、公債費につきましては、主要

な財政指標というものがありますけども、経常収支比率、実質公債費比率、将

来負担比率にあらわれておりますとおり、大変厳しい状況であることは十分承

知しているところでございます。  
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 それで、議員質問の中でメリット、デメリットも含めた開示をということで

の御質問でございますけども、メリットについては、さきの全員協議会等々で

答弁申し上げているところでございますけども、整備によるデメリットという

ような話になるんですけども、デメリットということではないですけども、町

財政への影響としましては、建設に係る一般財源相当分の収支が悪くなると。

そのことは将来負担の増につながるということで、十分承知しているところで

ございます。  

 住民の皆様への説明責任の観点ということで 御説明をさせていただきます

と、住民の皆様への説明については、平成１９年度から毎年開催しております

住民説明会の中で順に追っていいますと、町有施設の統廃合の検討、図書館併

設文化センターの整備構想、さらには平群駅前における文化センター・図書館

の建設に向けての検討というふうに、順次発展をさせながら説明をさせていた

だいております。もちろん財政状況についても、決算状況とあわせて最新のシ

ミュレーションを示しての説明として、行政といたしましては説明責任を果た

しながら建設に取り組んでいるものと理解してございます。  

 全ての住民の皆様が図書館・文化センターについて、１００％の方が賛成と

いうふうには我々としてももちろん考えてございません。ただ、中央公民館、

人権交流センター、役場もそうですけども、耐震化もされていない、そういう

ような現状の中で、また地方債、公共施設の老朽化対策に係る地方財政措置と

いうものも期限がございますので、そういったことも総合的に考えまして、我々

としましては文化センター・図書館に取り組んでまいるものと考えてございま

す。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 特に若い方々だけじゃないですね、ただ私自身もデメリットと言われても、

具体的に何を削るのかという、まだ町としてもそういう指し示しもないですし、

議員としても判断がすごく難しいところはあるんです。住民の方だと、どれぐ

らいの意向を持っておられるのかも実際わからず、将来への不安はたくさんあ

るということで、本当に一刻も早く情報公開もしくは統廃合するなら、どれを

統廃合するのか。今回出ているのは公民館関連だけですけども、財政全体を踏

まえた統廃合を含めて、町長がおっしゃられました新財政計画ですね、まだこ

れからだとは思いますけれども、それも踏まえてですね、ぜひきちんとした形

で住民の方にもお知らせしていただきたいと思います。この件については結構

です。  
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 次をお願いします。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、２点目の保育士募集の切り札、面接に数千円の支給を、緊急時に

は就職祝い金一時金をについてお答えをいたします。  

 議員御質問のとおり、全国的に保育士の確保が厳しい状況でございます。保

育サービスを充実するためには、マンパワーが必要となります。本町の場合は、

保育士と幼稚園教諭免許を持った保育教諭として採用を行っておりますが、本

町につきましても例外ではなく、特に臨時職員の確保につきましては、大変苦

慮しているところでございます。  

 原因の一つとしてですね、議員お述べのとおり、労働実態に見合わない賃金

体系があると言われています。本町の場合は、臨時職員の賃金を毎年人事院勧

告の改正、あるいは他の自治体の賃金実態及び財政状況等も総合的に検討した

上で、毎年改正を少しでありますが行っております。しかし、本町よりも高い

賃金水準を設定されている自治体があるのも事実であります。これを上回る賃

金の設定は厳しいものがございまして、保育教諭確保は厳しい状況にあるとい

うことは、先ほども申しましたとおりでございます。  

 この解決策の一つとして、平成２９年度からですね、保育教諭の中でも主担

任を持つ、いわゆる臨時職員の保育教諭の賃金を他の保育教諭とは別に１万２，

０００円程度金額を引き上げております。現行１６万６，７００円でございま

すが、それを１７万８，８００円まで主担任を持つ保育教諭の賃金をこの４月

から改正するということで、規則の改正も行ったところであります。そういう

改正を行い、臨時職員の保育教諭を少しでも確保しやすいように対応しておる

ところでございます。  

 議員から提案があります、面接で来庁いただいた方の一時金の支給及び採用

となった場合の祝い金を緊急の場合等に限り支給することにつきましては、民

間企業においても支給されているということで、ハローワークを通じて実態も

含めて聴取をしておるところでございます。今後、臨時職員の確保につきまし

ては労働実態を精査し、他の自治体の状況、あるいは財政状況もございますが、

さらに議員提案の採用方法につきましても参考として、人材確保に努力してま

いりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  



 

－１６０－ 

 参考にということで、本当ね、前向きに検討していただきたいと思います。

ちょっと先ほどの補足で大体ですけども、ほかの企業でもやっていらっしゃる

んですけども、私が提案した一つ目の面接に一定の金額というのは、大体数千

円、１，０００円から３，０００円ぐらい、５，０００円のところもあります

けども、大体面接時間の時給に交通費を足したぐらいの金額ですね。それをお

支払いしましょうという発想ですね。それでより多くの方に来やすく、とにか

く面接の数が多くないと話にならないですから、そういう意味で必要だという

ことです。  

 二つ目の就職一次祝い金ということなんですけども、先ほど主担任が１万２，

０００円と、今は一気に大幅にアップしたわけで、これ、三郷町も上回るとい

う１７万８，８００円ですか。これはかなり一気に上がるわけで、これはすご

く大いに宣伝していただきたいわけです。私も２番目に言うのは、具体的に言

いますと、例えば４月、５月、６月あたりに人が足りなくなってきたと。これ

はちょっと募集をかけなければいけないとなると、やっぱり１カ月、２カ月か

かります。ですと夏ぐらいまでで、一、二カ月でまだ人が全然来ないといった

ときのみだけですけども、緊急的措置として、この一、二カ月以内に採用でき

た方には数万円程度、例えば５万円とすれば、任期までで５万円と判断すれば、

月１万円弱上がることになります。となると、主担任は抜いてですけど、主担

任でない方でも１６万５，０００円から１７万４，０００円ぐらいになるので、

三郷町よりちょっとは上回るかなと。あと、広告効果ですね、１回募集するの

に５万円ぐらいで今は済みますか、かかるので３回募集しても１５万円かかり

ます。そう考えると少しでも早く、それからコストの削減まで行かないまでも

早くできるかなということで、５万円程度であれば町としても負担が少ないだ

ろうということです。そういう意図で話をさせていただきました。これ自身も

ね、早急に確保していただくというのは言えないので、あくまでも苦肉の策で

ございます。  

 ほかにちょっと参考にしていただきたいのは、トヨタ自動車とかも実施する

と言うてるんですけど、女性の登用に必要とされる条件としては、やっぱり必

要なのは子どもの面倒を見る、世話をするという場所なんですね。ですから、

トヨタ自動車は女性を確保するために自分のところで保育園をつくると。ほか

の職種を見ましても、子どもを預けられますよというのは全面に出しておられ

る企業さんもたくさんあります。特に珍しいわけではないんですけども、私も

住民さんにもふと言われたんですけども、やっぱりそこに来る保育士さんだっ

たり、今回は保育士ですけれども、一般職員さんだったりするのに、人員分の

子どもさん分をあらかじめこども園で確保することで、そういううたい文句、
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いざとなったときにすぐにでも預けられますよという場所をつくることが町も

できるのではないかと思います。これはあくまでも施設的に余裕があればです

けどね。そういうわけで、こういうこともいろいろ参考にしていただいていい

と思います。  

 再質問としまして最後にお聞きしたいんですけれども、こども園担当である

教育委員会総務課長の西本課長さんと、人事担当の総務防災課長の経堂課長さ

んと、収入の元締めであります税務課の西脇課長のお三方にお聞きしたいんで

すけれども、これは人員募集ですけども、この平群町にとってどのような人材

が必要か、どのような人物が必要なのか、その思いを経験上でもいいですし、

あればその思いを、お考えを聞かせてください。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 本町にとって人材確保というのは、どこの町でも一緒でありますように、や

はり地域で働いていただくわけですから、地域を愛して平群をよくしてもらっ

ている、あるいは一生懸命に何事にも信念を持って業務をしていただける、そ

ういったすばらしい人材を常に求めておりますが、なかなか人によっては、人

材によってはいろんな考え方もおられますが、本町にとっては、一番はやはり

平群で働きたいと、そういった人材を確保することが平群にとっても発展につ

ながっていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、今後そういう

気持ちでですね、人材確保に努めていきたいなというふうに思っています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 どのような人物がとか、どのような人材がという再質問でした。私が心がけ

ていると思っておりますのは、ありふれたこととしましては、やっぱり元気で

明るく誠実な方ということを思っていますけども、それに加えて単に与えられ

たことを無難にこなすということだけなく、先ほど経堂課長のほうからもあり

ましたけども、地域を愛して想像力を持ってチャレンジをしていく、そういう

勇気と行動力を持った、そういった人物がこれからの平群町には必要かなとい

うふうに思っています。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  
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 今の保育士にかかわる質問通告のため、税務課からの見解につきましては発

言を控えさせていただきます。  

○議  長  

 井戸君。  

○３  番  

 ありがとうございます。私もいろいろこういう地域を愛する信念、それから

明るくチャレンジのある方々が来るように望んでおります。  

 私の一般質問はこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、井戸君の一般質問をこれで終わります。  

 ここで説明委員が入れかわりますので、しばらくお待ちください。  

 続きまして、発言番号２番、議席番号４番、森田君の質問を許可いたします。

森田君。  

○４  番  

 皆さん、おはようございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、

通告どおり、今回は未利用町有地、遊休地の売却、駅周事業による町への貢献

度の検証、町地域振興センターの見直しの３点を質問いたします。町長を初め、

職員各位には議論を深めるため、答弁は簡潔にお願いしまして、質問に入りま

す。  

 まず最初は、未利用町有地、遊休地の売却についてであります。  

 町土地開発公社は、町の要請で事業用地を先行する目的で、経済が右上がり

の時代に設立され、町の別組織であることから事業化の見込みのない土地まで

取得するなど、平群町だけでなく多くの自治体で同様の問題になっております。

このことから、町は平成１７年、土地開発公社の健全化計画を策定し、翌年か

ら事業化、民間売却に努め、平成２０年には駅周事業用地、平成２１年には同

和対策事業用地、環境改善事業用地、総合スポーツセンター隣接地を、平成２

４年には公園墓地用地など残りの土地を第三セクター債、用地先行取得債で土

地開発公社から買い戻し、土地開発公社を解散させました。そのうち駅周区域

の土地は、町の換地の減歩対象に、総合スポーツセンター隣接地は防災拠点に、

下垣内の土地は町シルバー人材センターの移転先に、また椿井の２件は売却し

ましたが、一向に利活用、売却が進まないのはまことに残念であります。しか

し、買い戻した土地の多くは、都市計画法で開発を抑制する開発調整区域に立

地していることから、売却の難易度が高いことは理解できますが、多くの土地

は議会に民間売却と方針を示しながら、なぜ売却を積極的に進めないのでしょ

うか。町が土地開発公社から買い戻したことで、町財政そのものを逼迫させて
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いることは皆様も御存じのことだと思います。逆に所有の実態が住民、議会に

見えていないことも事実であります。  

 そこで、土地開発公社から買い戻した土地について、３点、質問いたします。 

 １点目は、所有の実態のことですが、さきの予算審議の資料によりますと、

市街化区域に６，６００平米、鑑定価格で約２億４，５００万、市街化調整区

域に２万８，６００平米、約３億５，８００万円、計３万５，２００平米、１

万６００坪で、鑑定価格は約６億円になっております。平群町の財政を考えた

場合、６億円もあれば小中学校のトイレの洋式化、エアコンの設置、清掃セン

ターの低濃度焼却灰の処分などにも使えるわけでございます。ついては、買い

戻した土地は普通財産ですか。また、町として活用しなくても、若井の土地は

業者が資機材置き場として使っております。それも無償で、ただで３０年以上

も貸しているわけでございまして、このことは議会でも問題になり、契約書を

取り交わせたようであります。ただで借りている業者と借りていない業者が入

札で同じ土俵で戦うのもおかしい話でございます。その辺のところを今後どの

ようにされようとしているのでしょうか。  

 ２点目は、利活用計画売却の進度、進捗のことです。現在、買い戻した土地

は、町として利活用の見込みの少ない土地だと思います。利活用、売却の見通

しはどのようになっておりますか。  

 ３点目は、土地にかかる維持管理コストのことです。土地を所有するという

ことは、草刈り、見回りなどの維持管理コストがかかるわけですが、年間の維

持コストは幾らかかっているのでしょうか。あわせて、公社から買い戻した土

地以外に、旧西小学校、南保育園は使われなくなっておりますが、利活用計画

が進んでいますか。また、新たに使われなくなった施設、土地はありませんか。 

 次は、駅周事業による町への貢献度の検証についてです。  

 駅周事業は、紆余曲折がありましたが、当初の行政施工、町施工から町が全

面的に支援する形で、地権者で構成する組合施工で平成１８年１２月５日、県

の事業認可、組合設立認可を受け、同年１２月２４日、正式に土地区画整理組

合が設立しました。総事業費は７５億５，０００万、平成２９年度末の完成で

事業が正式にスタートしました。その後、町は住民説明会を開き、また町広報

紙でたびたび掲載し、駅周事業によって住民の利便性が図れ、平群町の活性化

につながり、また人口がふえ町税収がふえる、夢ある事業だと住民に理解と協

力も求めたわけであります。しかし、完成まであと１年の区域を見渡すと、町

が当初示した完成イメージ図では立派な建物が立ち並んでおり、住民は大いに

期待したものですが、駅改札口を出ると住宅が建っており、区域内には住宅が

ぽつぽつ建つ程度で駐車場空地や幅員１９メートルのでかい町道が目立ち、当
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初計画と乖離しており、絵そらごとに思えるのは私だけでしょうか。住民の方

からは、議員は何をしているのだとお𠮟りを受けるわけでございますが、私が

議員になって以来、駅周事業の問題点をたびたび指摘してまいりましたが、そ

の指摘が生かされていないことは、まことに残念であります。そこで、完成の

平成３０年、来年の３月まであと１年であることから、駅周事業による町への

貢献度について、３点、質問いたします。  

 １点目は、総事業費のことでございますが、総事業費が膨らんでいるという

報告は受けておりますが、現時点の総事業費と財源内訳、交付税措置はどのよ

うになっておりますか。  

 ２点目は、まちづくり活性化の貢献度のことです。  

 一つ目は、区域内のまちづくり活性化で、組合や町が主催で進めている町道

駅前線、駅前広場、バス停や公園などの具体的計画はどのように進んでおりま

すでしょうか。また、地権者が主体で進めていただかないといけない事務所と

か店舗、マンションの具体的な計画は御存じでしょうか。  

 二つ目は、区域外のまちづくり活性化で、町が主体で進めている町道平群駅

前線東側の拡幅、近鉄踏切の拡幅改良、町道平群西線の暫定道路の建設、町道

東吉新・下垣内１３８号線の改良、平群交番の交差点の改良、国道１６８号線

森脇橋までの歩道設置、駐輪場の改修などの具体的な計画はありますのでしょ

うか。また、近鉄が主体で進めていただく必要があります駅周の改修、タクシ

ー待避場の移転はいかがなっておりますか。  

 ３点目は、町税収の貢献のことです。平成２１年５月の駅周事業の住民説明

会の資料によりますと、平成３２年までの区域内人口は３２８人、駅勢圏区域

外は１７０人増加、また平成３７年度までに区域内人口は累計で８１９人、平

成４０年までに 駅勢圏 区域外人口は累計で６１３人増加見込みとなっていま

す。社会情勢が変わったとはいえ、現状を見る限り、到底人口はふえていない

と思いますが、この数字は全く不可能な数字に私には思えます。そして、完成

時の平成３０年の税収効果は追加住民税で１，５５４万３，０００円、普通交

付税で１１３万７，０００円、建物の固定資産税１，６６０万２，０００円、

土地の固定資産税が１５４万１，０００円、たばこ税９３万５，０００円、軽

自動車税３８万９，０００円、計３，６１４万６，０００円となっております。

その積算根拠といいますか、どのように算出されたのでしょうか。また、今後

の見通しはいかがなっておりますか。  

 最後は、町地域振興センターの事業見直しについてであります。  

 町地域振興センターは、平成５年、住民の健康増進及び地域文化の向上並び

に農業の健全な発展や地域支援の合理的な利用を通じて、地域の振興に貢献す
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ることを目的に、町が基金１億円を拠出して財団法人平群町地域振興センター

が設立されました。その後、法律が改正され、財団法人から一般財団法人か公

益財団法人のどちらかに移行が求められ、町地域振興センターは奈良県から公

益性、非営利性の事業を行っていると認められ、平成２４年４月、公益財団法

人に移行しました。この公益財団法人の移行によりまして、寄附金控除、税制

などの優遇措置を受けられる反面、事業活動の制約、剰余金が分配できない、

役員、財産の制約、会計処理や内部統制に関する事業のコストがかかるなど、

デメリットもあるようであります。町地域振興センター設立以来、道の駅くま

がしステーション、総合スポーツセンター、中央公園、北公園の管理業務を町

から受託していますが、一部は設立目的に合致しないと私には思えるわけでご

ざいます。特に中央公園、北公園の委託業務は公益性があるのでしょうか。こ

れらの事業は営利目的で、シルバー人材センターや業者で十分こなせるわけで

すから、地域振興センターはこれらの事業から撤退して、本来のくまがしステ

ーションの業務受託や新たな農業振興、地域振興などの業務に特化すべきでは

ないでしょうか。  

 なお、現在、町は地域振興センターに指定管理で業務委託している全ての業

務を公募しているということは、ある意味、事業の公益性、非営利性がないと

いうふうに認識しているように私には思えます。万が一、振興センターが町か

ら業務受託ができなくなれば、経営が立ち行かなくなることになるのではない

でしょうか、どうでしょうか。  

 以上が私の一般質問です。簡潔、明瞭な答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、森田議員の１点目でございます。未利用町有地の売却についての

御質問に回答させていただきます。かなり多岐にわたった御質問でございます

ので、順次、御答弁申し上げます。  

 本町では、土地開発公社の経営健全化及び抜本的な問題解決のために、公社

経営健全化計画を策定いたしました。それにより順次、公社の保有地の買い戻

しを進め、平成２４年度には土地開発公社そのものを解散するに至ったところ

でございます。特に議員お述べいただきましたように、平成２０年、２１年度

には、用地先行取得債の弾力的な運用によりまして、駅周事業用地、同和対策

事業用地、環境改善事業用地、総合スポーツセンター建設用地といった、中で

も多額の簿価を占めておりました用地を買い戻しし、平成２４年度には第三セ

クター等改革推進債、いわゆる三セク債と呼んでおるものでございますが、を
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活用いたしました。そのうち用地先行取得債につきましては、平成２７年度、

２８年度の総合スポーツセンターの防災拠点事業の事業化によりまして一定の

整理がつきました。残るは解散時に発行いたしました第三セクター債の償還を、

その償還財源の確保に苦慮しながら、今は粛々と進めておるところでございま

す。  

 そこで、公社から買い戻しをいたしました、また解散により移管を受けまし

た土地についての御質問でございますが、まず１点目の物件の市街化・市街化

調整区域の別、規模等につきましては、さきの予算審査特別委員会の資料のほ

うで配付させていただきましたとおりでございます。ただし、鑑定評価を実施

しております物件につきましては、解散時に代物弁済を受けた土地のみ、いわ

ゆる第三セクター債の対象となっている土地が鑑定評価を実施しておるところ

でございます。平成２１年度に用地先行取得債で買い戻しをいたしました同和

対策事業、環境改善事業に係る物件につきましては、鑑定評価を今しておらな

いところでございます。  

 御質問の２点目でございます。利活用の計画、売却の進捗についてでござい

ます。全ての用地を包含した利活用計画の策定には、現在のところ至っていな

いところでございます。その理由といたしまして、公社から引き継いだ土地の

多くは、御質問いただきましたように、市街化調整区域の土地や地籍等が非常

に混乱をしているものなど、売却や利活用のしがたい土地が多分にあるため、

個々個々での対応となっているのが現状でございます。事業用地としての予定

がなく、地積等が解消できた土地については随時、御承知のとおり、インター

ネット等の購買により売却をしていく方針でございます。今後も引き続き整理

に努めてまいりたいと考えております。  

 ３点目でございます。保有維持に関するコストについてでございます。それ

ぞれの用地につきましては、担当職員によりまして草刈り等を直接実施してお

りますので、年間の管理コストは人件費を除きましたら消耗品や燃料費、また

一部外注等により、いわゆる委託というところでございますが、立ち木の伐採

等が発生しておりますので、その費用といたしまして公社から管理を受けた土

地、その他、町の普通財産を含めまして、年間で約５０万程度の予算となって

ございます。  

 次に、現在使っておらない施設の利活用でございます。まず、西小学校の利

活用の件でございますが、平成２６年３月の廃校以来、具体的な利活用案は今

のところ決定しておりませんが、継続したお話として現在平群町が加工品の開

発の官学協働事業でお世話になっております近畿大学農学部の御紹介で、廃校

になりました校舎を利活用して事業展開を企画している企業との協議の場を持
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たせていただいておるのが現状でございます。産・官・学の連携も視野に研究

をしていくものでございます。このことは１２月議会でも御答弁、御説明申し

上げたところでございます。  

 なお、近畿大学とは、本年１月１７日に包括連携協定を締結させていただい

ております。このようなご縁を大切にしながら、今後、西小学校の利活用、産・

官・学の協働事業は継続案件とするというところで共通の認識を持っておると

ころでございます。  

 続きまして、南保育園の利活用の件でございますが、こちらも西小学校同様、

都市計画法上、市街化調整区域でございます。跡地利用につきましては、建物

の用途変更や一定の規模以上の改修を行う場合は都計法並びに建築基準法など

の法的な制約を受ける地域でございます。平成２７年３月の反映以降、具体的

な利活用案が決定しておりません。現時点では財政上、多額の投資は困難であ

るということから、現状のまま購買できないかも含め、既存建築物の再活用と

いう手法で利活用の検討を進めてまいりましたが、そんな中でございますが、

デザート等の加工販売をされている町内企業とお話をさせていただく機会があ

り、平成２８年７月以降、意見交換等をするという形で協議を始め、現在は都

市計画法、建築基準法の観点から県にも数回御相談をさせていただきまして、

双方にとって有益な協議を進めているところでございます。  

 また、新たな遊休地となった土地というところでございますが、平成２７年

度に行政財産から普通財産に管理区分を変更いたしました。これも予算審査の

ときに一定、御説明申し上げました若葉台のゲートボール場跡地、いわゆる旧

の保育園建設事業用地と呼ばれている物件でございます。これが新たな遊休地

ということでございます。いずれにいたしましても、第三セクター債の償還が

町財政の負担になっていることを踏まえまして、不用な土地につきましては、

速やかに処分を進めるものと、そこは十分認識しておるところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 私が質問でですね、所有の実態は先ほども申し上げましたようにね、予算審

議で資料をもろうておりましたから、その答弁じゃなくて、移ってきた財産が

普通財産ですか、行政財産ですかと。で、若井の土地はどのようにするかとい

うことをお尋ねしているわけですから、それをちゃんと答えてくださいよ。だ

らだらと答えずに、私は冒頭ですね、議論を深めるために簡潔にというお願い

をしたわけですから、もう一度お答えください。  
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○議  長  

 それはそれとして、森田議員、２点目、３点目はどうですか。  

○４  番  

 今、利活用の計画進度がちょっと進んでいない。いろいろ状況はあるんです

よね。これ、たびたびインターネットで購買にかけておられたというふうに私

は記憶しているんですけどね、不調に終わっていると。鑑定価格が高いから売

れないのでしょうかね。元山上の土地の売却の折は、町長は、以前は「鑑定は

絶対だ」ということをおっしゃったと思うんですね。絶対であれば売れないと

おかしいじゃないですか。  

 それと、第三セクター債、用地先行取得債の起債条件として、１０年以内に

事業化というのが、どちらかがあったと思うんですけども、そのことはどのよ

うに進めようとしているのか。  

 それと、維持管理コストでございますが、５０万、大した金額じゃないと思

うんです。一番高いのは人件費ですと、私もいつも言っておりますが、職員が

やっているからってただじゃないんですよ。一番高いのは人件費です。だから、

早く私は売却すべきじゃないかということを申し上げているんです。  

 それと、旧西小学校、南保育園の利活用計画ですけども、土地の協議会のめ

どはついているんでしょう。もっと早くスピードを持ってやってくださいよ。

それと、これは財産区分は行政財産ですか、普通財産ですか。はっきりして、

早く結論を出すべきだと思うんですけど、財産区分を教えてください。  

 それとですね、若葉台のゲートボール場のことで、先ほど課長から御説明が

ありましたが、以前ね、若葉台の方から元山上の売却の折、町のものであって、

私たちの住民のものですよと、勝手に売られては困りますよと。私らもあれを

負担して土地を買ったのだからという話がありました。予算審議のときに申し

上げましたが、本当に町が売ることに問題がないかということを検討しておい

てもらいたい、これは。後で問題になると困るので、全国的に事例がたくさん

あると思いますので、これは一応予算のときにも申し上げましたが、私は住民

の方からじかに聞いていますので、それは。  

 それとね、若井の若葉湯が廃止になっていますね。あれはまだ普通財産です

か、行政財産ですか。使わなくなったら、早く地域の方の御理解をいただいて

進めるべきだというふうに思いますが、その辺のこともお答えください。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 まず、何点か多岐にわたりまして再質問をいただきましたので、順次お答え
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を申し上げます。  

 まず、全体的な財産区分の部分でございますが、基本的に三セク債で買い戻

しをさせていただきました物件の財産区分につきましては、普通財産でござい

ます。ただ、用地先行取得債で買い戻ししました同対事業並びに環境改善事業

用地につきましては、現在のところ、まだ普通財産にはしておらないというふ

うな措置になってございます。  

 次に、事業化の部分でございますが、１０年以内に事業化という部分がござ

いました。それにつきましては、基本的に用地先行取得債が１０年以内に事業

化というふうなハードルがございました。それにつきましては、総合スポーツ

センターの緊急防災事業の事業化ということでしましたので、一定の結論とい

いますか、処理はできておるというところでございます。  

 次に、確かに土地全般の維持管理にかかわってございますが、直接的な費用

については年間で５０万程度というふうに申し上げました。ただ、そこでも人

件費というのが一番高いものやという御指摘もいただいておるところでござい

ます。確かにそれはそのとおりやというふうに思っておりますが、ただ、公共

財産を適切に管理するに当たっては、いろんなこともございますので、人的な

ケアというのも必要な折でございますので、そういった人による管理というの

も一定は必要なのかなというふうに思っておるところでございます。  

 あと、南保育園、西小学校の財産区分でございますが、現在、利活用の計画

は進めておるというところでございますが、２施設とも、まだ今現在では行政

財産ということで、普通財産には落としておらないというところでございます。 

 次に、若葉台の売却する土地の話でございます。これにつきましては、先般

の予算審査特別委員会の折にも、またいろいろと本会議等でも御指摘を賜った

ところでございます。経過につきましては、住民の方も含めて御承知賜ってい

るところかと思います。今後の進め方というところでございますが、基本的に

は幾ら町有地とはいえ、地元の自治会に対して何の連絡もなしにというもので

はないと思いますので、これにつきましては、予算審査のときに申し上げまし

たように、今までの経過も含めて今後の町の方針なんかもあわせまして、自治

会にきちっと説明、報告をさせていただいた上で売却等の手続を進めてまいる

ということで、地元自治会のほうにもその旨、連絡は申し上げているところで

ございますので、その辺につきましては丁寧な説明をしてまいるというところ

でございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 はい、町長。  
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○町  長  

 ちょっと補足でございますが、使われなくなった町有財産につきましては、

有効活用、そして場合によっては売却という方法で、できるだけ町有の資産を

減らしていくということが管理上でも非常に大切なことだと思っております。  

 御質問の中で、「鑑定は絶対だ」というふうに私が発言したと森田議員がおっ

しゃっておりますが、以前から、そして現在まで私は公有財産、町有財産を売

却する場合は、やはり鑑定をしてその鑑定に依拠して公平、公正に売却すると

いう立場からですね、鑑定が絶対だということは申しておりません。「鑑定に依

拠するすることが正しい方法だ」という発言をこれまでもやっておりますので、

「鑑定は絶対だ」というような発言はしておりませんので、その点は訂正をお

願いしたいと思います。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 森田議員より資機材置き場の用地の関係での質問です。  

 都市建設課のほうで資機材置き場については担当しております。議員も御承

知だと思いますけれども、小集落事業の中で事業協力という形で、地域性とい

いますか、建設関連事業者が非常に多うございました。そんな中で資機材置き

場を整備していくという一定の方針のもとに事業を進めてきたわけですけれど

も、整備には現在時点も至っていないと。ただ、その中で一定、一部の事業者

には使用を認めていたという経緯もあり、現在、使用貸借というような形で使

用を結んでいるというところでございます。事業協力していただいた中で、小

集落事業については完了を見ているという中で、今後について早急にといいま

すか、資機材置き場の用地につきましては、解決していかなければならない問

題だということは重々認識しております。いつまでも無償がいいのかというよ

うな御指摘ではございますが、過去の経緯も踏まえながら、現在は事業者数も

当時と比べてかなり減っております。社会情勢も変化しております。そういっ

た中で、現在使用していただいている方の意向確認も含めながら、一定整理を

つけていきたいというふうに考えており、進めているところでございます。一

日も早くそういった解決をする中で、必要な用地、不用な用地というようなこ

とを分けながら、用地の整理を図っていきたいというふうに考えているところ

です。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  
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 森田議員からの共同浴場の件でございます。若葉湯でございます。普通財産

になってございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 資機材置き場については、非常に難しい問題ですけどね、やはり住民の大切

な財産ですので、一日も早く解決いただいて、場合によってはお買いいただく

などして、町内の業者ですからいろいろ貢献いただいていると思うんですけど

もね、やはり公平性の観点からすると、お借りしている人とお借りしていない

人というのは、やっぱり差が出てきますので、早急に解決していただきたい。  

 若葉湯、これ、なぜ潰して売却しないんですか。使う見込みもないんでしょ

う。だから廃止したんでしょう。これは答弁要りませんけども、片一方では公

共施設の廃統合を言いながらですね、全く使われない、使える見込みのないも

のは早く整理すべきじゃないかなというふうに、これは申し上げておきます。  

 それとですね、町長から何か鑑定の話がありましたけどね、この間の森友学

園の話も今出ておりまして、鑑定額は１０年やれば１０年かかる。これは一般

的な常識の話ですから、あえてそのことは申し上げませんが、１０年以内に事

業化しないといけないんでしょう。用地先行取得債を発行したものについては、

それは今、行政財産だというふうにおっしゃったんですけど、どのように進め

ようとしているのか、私には一向に見えない。議会にもほとんど説明が、その

以降ない。これ以外に本当に使っていない施設とか土地はないんですか、本当

に。その辺のことをもう少し詳しくお答えくれませんと、これ、どうやってい

くんですか、１０年、あと少しでしょう、計画してですね、これ、ペナルティ

ーがあるんですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 再質問にお答えをさせていただきます。  

 まず、用先債の部分でございますが、基本的に御承知のように用先債の会計

自身は、平成２５年度決算で閉鎖をしております。用先債というのは、あくま

でつなぎ資金でございます。１０年間の期間で事業化を目的とする一つのつな

ぎ資金の起債というふうな制度でございまして、その間に借り入れする、償還

をするということで事業化できない土地につきましては、その間で償還をして

おったというところでございます。その弾力的な運用の中で、同対事業用地で

あるとか環境改善事業用地につきましては、もう既に会計自身の償還でありま
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すとか借り入れといった会計事務は全て終わっておりますので、用先債自身の

事務としては、今現在のところ、会計上は済んでおるというところでございま

す。弾力的な運用という部分でございますので、この部分につきまして、残っ

ている用地の処分云々という部分におけるペナルティーというのは基本的には

ないというふうなことでございます。  

 ちょっとくどい話になりますが、その当時、２５年に会計を閉鎖する前に残

っておりました土地につきましては、先ほど申し上げたスポーツセンターの上

にございます用地でございました。それにつきましては、緊急防災事業という

ことで今般整理をいたしましたので、あわせて用先債自身の整理ができたとい

うふうなところでございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。１０年以内に事業化しなければいけない、非常に悪

いんですけど、調整区域にあったり難易度が高いのは十分理解しますが、県は

開発調整区域の中にホテルを建てようとしていますので、やり方ではできるじ

ゃないかと私は思うんですけども、なかなか売却できないということもわかる

んですけどね。  

 私は以前、花の町平群をアピールするためにいろいろ提案もさせていただい

たわけなんですけどね、本当に使われなくなれば花をそこで栽培して、安価に

住民におわけするとか、今新しい住宅を建てた方は本当に木を植えません。菊

美台の新しい団地を見られたら、植木を置いている方はほとんどいてません。

だから、そういう新しい住宅を建てた方に平群町の町の木を育ててプレゼント

するとか、幾らでも知恵があるんじゃないかと。場合によっては、果実園をつ

くってですね、全国からオーナーを募り、収穫した果物をオーナーにお届けす

る。それが本当に土地が生かされるんじゃないかなと思います。町にも土地に

も平群町のＰＲになるわけですけども、後ほど申し上げる実施部隊は地域振興

センターとか、シルバー人材センターにお願いすれば、平群町も地域振興セン

ターもシルバー人材センターも全て万々歳になるんじゃないですか。そんなこ

とをやっぱり知恵を出さな、私はあかんのじゃないかなと思うんですよ。かた

い頭になり過ぎているんじゃないかなと、失礼な言い方ですけども。  

 公共用地の売却については、地方自治法で適正な対価のない譲渡を禁じてお

ります。これは事実でございます。ただし、保有コストがかかっていることも

事実です。私は早く現金化して民間企業でいうキャッシュフロー経営、計算が

あって、今、平群町は銭足らずの状態になっているんじゃないかなと思います。
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だから、早く住民の理解を得て売却すべきだということをお願いしまして、次

をお願いいたします。  

○議  長  

 都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 議員の御質問についてです。駅周辺整備事業の町への貢献度の検証について

をお答えさせていただきます。  

 まず、事業認可段階でお示しをさせていただいておりましたイメージ図でご

ざいますが、このイメージ図は当時に模索した将来の未来予想図的なイメージ

をあらわしたものでございまして、実際には地権者の土地利用をされる時期で

すとか、地権者の方々の御意思に委ねられるものでもあるというところで御理

解を賜りたいと存じます。  

 まず、１点目の計画段階、事業費の件でございます。事業費は総事業費、事

業の開始段階ですね、７５億５，０００万、そのうち内訳としましては国庫、

国費が２７億３，３２５万、県費につきましては１０億６１２万５，０００円、

町費は２９億４，３６２万５，０００円、その他財源としまして８億６，７０

０万ということでございました。実績見込み、現時点の数字でございますが、

これは昨年の８月、駅周の特別委員会等でも御説明をさせていただきましたが、

現在８０億７２３万２，０００円になっております。財源内訳につきましては、

国費は３４億１，６３４万９，０００円、県費は９億３，５１１万、町費は２

９億５，９７７万４，０００円、その他としまして６億９，５９９万９，００

０円ということで、計画段階と実際の見込みで全体としても増額は４億５，７

２３万２，０００円、そして国費は国のほうにもかなり要望いたしまして確保

いたしておりますので、６億８，３０９万９，０００円の国費の増ということ

になっております。県費のほうは約７，１００万の減、そして町費のほうは１，

６１４万９，０００円の増ということで、その他については１億７，０００万

の減、トータルいたしますとそういう形になりますけれども、実態としては総

事業費が４億５，７００万程度増加をいたしましたが、国費部分で６億８，３

００万ほど確保いたしまして、町の財源、町の費用につきまして、これは起債

込みでございますが、ほぼ横ばい、現状維持ということで１，６００万の増と

いう状況になっております。  

 ２点目の区域内の件でございます。もともと旧態依然とした狭隘な密集市街

地で、床下浸水等の問題も多く抱えた地区が土地区画整理事業という事業手法

によりまして、上下水、雨水排水、ガス等のインフラ整備の都市機能が充実し

まして、都市計画道路や駅前広場、区画道路、公園など公共施設の整備改善、
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宅地の利用増進が図られ、将来的に地権者の土地利用について、また町の将来

の活性化に向けた都市基盤が整備されまして、面的事業の貢献度は非常に大き

いというふうに認識をしております。  

 平成２８年度は、主に平群駅前線、また役場南側の宅地整地、造成、そして

街路築造工事を進めながら並行して、昨年４月から夏ごろ、９月ごろにかけま

して、吉新交差点、また駅前広場、そして西線付近の警察協議を行っておりま

したが、特に駅前広場につきましては、ロータリーになることから、ロータリ

ー内のバスや乗用車の動線、そしてまた北側に１号踏切がございますので、１

号踏切との動線、そして各車両乗降バースなどの協議を進め、その警察協議に

沿いまして、今後は駅前広場の上下水、防火水槽、歩道、電気等の工事を順次

進める予定でございます。また、公園等は整地工事を行い、適宜遊具等の配置

を行う予定であります。  

 そして、御質問であります商店の出店等でございますが、企業訪問を行いな

がらですね、また奈良県内の商業店舗誘致を専門に取り扱う不動産業者、また

金 融機関や不動産鑑定士協会と 連携を図りながら取り組みを行っております

が、出店希望が出ては消えの状態でございますが、今後も精力的に取り組みを

行ってまいります。  

 また、御質問の事務所、マンション計画、民間事業者の進出計画等は現時点

では情報はない状況でございます。  

 大きな２点目の小さな２点目の区域外の状況についてであります。まず、周

辺道路といたしまして、平群西線の周辺ですね、これにつきましては、暫定道

路ということで地権者との換地交渉の意向に沿いながら、換地計画の確定作業

を進めております。接道要件を満たすように道路整備を行っていくというとこ

ろでございます。これは昨年、一般質問をいただいておりますが、それと同じ

ような形でございます。  

 また、平群の交番付近でございます。こちらのほうも従来から変則５差路の

交差点となっていることから、現在の５差路を現状維持とすることで、区画整

理区域部分の交差点協議を行っているというところでございます。  

 また、平群の近鉄の軌道の東側の町道駅前線からバイパスまでの間のところ

でございます。ここにつきましては、社会資本整備総合交付金の採択を平成２

６年度に受けまして、平成２６年度に予備設計、２７年度には用地交渉、そし

て２８年度には詳細設計や一部の用地買収及び拡幅工事を実施しており、早期

の完成を目指しております。  

 何点かございますので、順次お答えさせていただきます。  

 続きまして、近鉄の駅舎の関係でございます。近鉄駅舎の御質問につきまし
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ては、以前からも御説明をさせていただいているとおりなんですが、近鉄の本

社と引き続き費用負担について交渉を行っております。また、踏切の改修計画

ということで、平群駅の北側の１号踏切についてでございますが、平成２９年

度に踏切拡幅、これは歩道の改良拡幅ということで動線の部分は２メートルで、

軌道敷の部分については、若干幅員はふえる可能性はございます。基本は２メ

ートルということで予備設計を行いまして、平成３０年度には軌道敷用地の整

理や詳細設計、そして平成３１年度以降に拡幅工事の実施に向けて近鉄本社と

現在協議中でございます。  

 続きまして、国道１６８号線の森脇橋までの歩道設置でございます。これに

つきましては、関係地権者の未相続等の問題や合意形成も含め、クリアしなけ

ればならない課題がございまして、今後も奈良県と解決策や手法等を引く続き

協議を図り、関係地権者の協力を得ながら取り組んでまいりますというところ

でございます。  

 続きまして、踏切関係でございますが、下垣内の踏切につきましては、改修

工事を平成２７年度に既に整備を行っております。踏切部分の脱輪等が出ない

ような形の整備を行っております。  

 何点かございますが、地区外の周辺の状況というのはそのような形になって

おります。いずれにいたしましても、事業も大詰めを迎えております。組合事

務所の中でも事務局の中でも定期的に工程会議を行いまして、平成２８年度末

には吉新交差点付近の県道平群信貴山線付近、また平群駅前線の街路築造工事、

そして平成２９年度には駅前広場の整備を行う予定で進んでおり、平成２９年

度末には事業を完成させる目標で取り組みを行っております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 同じく区域外のまちづくり、駐輪場の改修計画等についてでございます。平

群駅前駐輪場の改修計画はございません。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の駅周辺事業の町の貢献度の検証というところの事業費における財

源内訳につきまして、交付税措置がという部分での御質問をいただいておりま

したので、その部分につきまして御答弁を申し上げます。  

 交付税措置につきましては、駅周事業に伴い発行する地方債の種類といたし
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まして、公共事業等債、一般単独事業債、行政改革推進事業債と大きく三つの

起債がございます。そのうち交付税算入があると言われる起債につきましては、

公共事業等債のみでございます。発行額のおよそ２２％が後年度に交付税算入

されるというふうなものでございます。駅周事業の地方債の発行額は全体で２

８億６，５００万でございます。そのうち公共事業等債の発行額につきまして

は、１６億５，０００万を予定しております。ですので、そのため公共事業債

の発行額の２２％に当たります３億６，６６３万円が交付税算入の理論的な参

入額でございます。全体といたしましては、発行額の１２．８％が措置される

というふうなところでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 税務課長。  

○税務課長  

 それでは、森田議員の町税収の貢献度について、税務課からお答えいたしま

す。  

 平群駅周辺整備事業における現在の町税収入効果額としましては、固定資産

税の家屋分で、平成２４年度課税分から平成２９年度課税見込分の累計で約２，

０２０万円の増収効果額となっております。また、住民税、軽自動車税、たば

こ税については、人口増加による増収効果予測をしておりましたが、人口が増

加していないことから、現時点では増収効果は見込めないところです。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。順次、再質問をさせていただきます。  

 駅周事業につきましては、私はたびたび質問をさせていただいておりまして、

答えられないのか答えにくいのかわかりませんが、歯切れの悪い御答弁を今ま

でいただいておりました。残念であります。総事業費は今のところ８０億を少

し膨らんだ金額になっておりますが、町負担が２億７，０００万もふえていま

すことから順次、再質問させていただきますので、しっかり答弁をお願いいた

します。  

 総事業費のことですから、今のところ８０億よりふえることはないんでしょ

うね。それとですね、まちづくりとか活性化についてですけども、区域内の今

言いました町道駅前線、駅前広場、公園等は組合がつくって、後の管理は町が

するわけですね。具体的な計画は１年近くになっていますが、どのような植木
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を植えて、バス停がどうなるかという話は図面でこれはもらっていますよ。具

体的に水盤と書かれている緑地がどうか、バス停がどのような運行をするとい

うような話なんか、全然話を受けていませんよ。この後の経費はできれば組合

が換算して、後のことは平群町が面倒を見ないといけないんじゃないんですか。 

 例えば、今言うここの駐輪計画はない。これもおかしな話じゃないですか。

区域内は道路ができて駅周ができてぴかぴかなのに、駐輪場は何も計画ないっ

て、こんなん町として町長は言えますか、こんなことを。  

 ほんで、今言うように、区域外であれば踏切はどうなるのか。要するに、こ

この公園や駅周広場やタクシーがどんな待避場になってとかいう話なんか、一

度も具体的な説明を受けていませんよ。それはちょっとおかしいんじゃないか

なと思います。町の住民の負託を受けた議員が全然わかっていないというのも、

おかしな話じゃないですか。モニュメントをつくって、組合の「新しい風」で

はカリヨンをつくるとか、そういう話が出ているんですけど、具体的なことは

わからない。もう一つ大事なことは、きっちり区域外の住民に話をしていただ

かないのは、下垣内から車で来られた人が大回りしないと駅周に行けないんで

すよ、これ、前からある議員も質問されていましたが。これはきっちりやらな

いと問題になるんじゃないかと思います。  

 それとあわせて、ここに住宅が３軒建っているんですけど、２軒の方にはこ

こに駐車場があるんですよ。普通であれば、これは通行禁止じゃないですか。

これをどのようにするんかという話も全然聞いていませんし、そんなことを南

の方が知れば、どう思いますか。これは議会もさることながら、該当する住民

の方にきっちり説明しないと、これは後で問題が起こりますよ。  

 それとですね、先ほどは完成図面のことの話が出ましたけど、こんなん失礼

じゃないですか、地権者に。地権者と相談してこんなんつくるんじゃないです

か、今の話であれば。地権者に勝手に企業訪問しているんですか。依頼状とか

委任状をもうてやっているんですか。  

 それとですね、私の昨年の３月の一般質問でね、駅前広場の面積算出方法が

組合と近鉄が違う。近鉄が土地を出すか金を出すかと協議中とありましたが、

具体的にどんなことで面積が合わないのか、その辺のこともあわせてお答えく

ださい。  

 それとですね、税収効果ですけど、私が質問したのはどんな計算で、今、西

脇課長から今現在の現状の話がありました。そうではなくて、当初あれだけの

効果があると言うて、これ、住民説明会で説明された資料ですよ。なぜ今のを

答えてくれないんですか。３０年に３，６１４万６，０００円、累計で１億４，

３００万の税収を「効果である」と書かれているじゃないですか。これ、住民
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に出している資料じゃないですか。なぜ算出根拠を示されないんでしょうか。

こういうことはＰＤＣＡが大事だと町長も言われていたじゃないですか。何で

都度、ＰＤＣＡは起こらないんですか。その辺のことをちょっと答弁ください。 

○議  長  

 都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 議員より多岐にわたり御質問をいただいております。順次お答えをさせてい

ただきます。  

 まず、総事業費の関係でございます。８０億からふえることはないのかとい

う御質問であります。これにつきましては、以前から説明させていただいてい

る内容なんですけれども、社会資本整備総合交付金ということで国庫補助対象

事業で、国、県とも協議しながら事業を進めてまいっております。現時点では、

この８０億７００万という金額が総事業費ということで捉えております。ここ

から極端に金額が上がるということは出てこないというふうに考えておりま

す。  

 ２点目、バス停とか植栽等ですね、議会のほうで話を全く受けてないという

ところでございます。実際には組合の中で、中の設計等をずっと街路築造工事

等も同じなんですけれども、組合の中にもコンサルがおりますので、そのコン

サルが外部と交渉、設計等を協議しながら順次進めております。また、中の状

況ですね、絵柄、駅前広場等も含めて、またお示しをさせていただきたいとい

うふうに思っております。  

 あと、タクシーのバースとかの御質問です。これにつきましては、警察協議

の中でバスのバース、そしてタクシーバース等が計画されております。駅前広

場のほぼ真ん中ぐらいのほうに計画をされます。また、モニュメント等ですね、

これについては今現在、検討中でございます。  

 また、下垣内から来る場合に、駅前広場が完成した場合に大回りになるので

はないかというところです。これにつきましては、駅前広場が完成をいたしま

すと歩道等が整備されますので、そうなりますと時期を一定判断しながら、駅

前広場からそのまま北側へは抜けられなくなるという時期がいずれ来ます。こ

れにつきましては、以前に下垣内の自治会等にもそういう状況になってきます、

まだまだ先ですけれどもということで、話をさせていただいたような経過がご

ざいます。ただ、計画につきましては、順次、説明会等でその辺につきまして

は御不便をおかけしますが、よろしくお願いしますということで御説明をさせ

ていただいた経過がございます。  

 あと、３軒の駐車場につきましては、換地交渉の段階で地権者の方に説明を
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させていただいているというふうに聞き及んでおります。  

 また、イメージ図でございますが、これは当時に未来予想図的に出したイメ

ージということで、町の将来像ということで提示をさせていただいたというと

ころでございます。  

 そして、最後の質問ですが、駅前広場の面積ですね、町と近鉄の面積が違う、

面積が合わないのではないかという御質問でありますが、これにつきましては、

以前に特別委員会等でも若干出ましたが、駅前広場の算定方式というのが国ま

たは鉄道事業者のほうでございます。簡単に言いますと方式の違いによって、

町のほうは広い面積の算定、町の中心地ですので将来を見据えてロータリーの

設置というようなこともございます。また、近鉄のほうはできるだけ小さい面

積でもいいのではないかという議論もございまして、その中では２８年式です

とか４８年式とかいう方法がございますが、その中で近鉄が持っている土地の

６分の１線分といいまして、六一協定、これは国のほうの昔の運輸省と建設省

の協定でございますが、それの面積の差異ということで、これについては組合

と近鉄のほうで現在も協議中というところでございます。  

 以上、何点かを答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 都市建設課参事。  

○都市建設課参事  

 すみません、もう１点でございます。税収の方法の御説明ということで、こ

れにつきましては、住民税または軽自動車税、たばこ税等、そして固定資産税

のほうがございます。これは計画人口から固定資産税に相当する移転家屋、ま

たは新築家屋、そして集合住宅等の検討を行いまして、新築分につきましては、

区域内の中で１棟当たり約１０万７，０００円に相当するというところで、ま

た従来からあったおうちの分が移転する場合については１０万９，０００円ぐ

らいの効果があると。そして、集合住宅につきましては、１戸当たり１０万９，

０００円程度の増収の効果があるというような、もとの算定の根拠がございま

して、それに基づいて各年度の仮換地指定ですとか換地計画、移転計画に合わ

せてシミュレーションをさせていただいて出てきた税額というところになりま

す。  

 毎年、移転につきましては、おおむね事業の発足当時は数軒程度でしたが、

事業のピークのときになりますと１５軒ですとか２０軒ぐらいの移転になって

きますので、その移転または移転計画、仮換地、換地の状況によって各年度で

税額のシミュレーションを行ったというところでございます。  

○議  長  
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 森田君。  

○４  番  

 長くなりますから、それ以上は言いませんが、一度区域内、区域外も含めて、

今現在、計画をどのように進めているか。先ほど言いました貢献度についても、

当初はどのような計算で現在値は貢献度がどれぐらいだと、早急にきっちり検

証していただきたい。これはいつごろしていただけますでしょうか。  

 それとあわせて、今お金がふえないということで話がありましたが、予算委

員会のときに私は質問しました。これは確定しておりませんが、町が確定書を

出しておられると。その条件として、ここから動きませんよというような話が

ありましたが、このことについて確定書なるものを町長は御存じでしょうか。

また、地権者とお会いになられたんでしょうか。お会いになられたのであれば、

どのような話になりましたのでしょうか。その２点だけ、地権者の問題と今言

うように、今後の説明はいつごろしていただけるのか。  

○議  長  

 岡田理事。  

○理  事（岡田守男）  

 森田議員からいただいています貢献度の問題です。  

 費用対効果に関しましては、１１年に検討業務を行いまして、それはもとも

と区画整理化、街路化、あるいはその効果も含めて検証した資料がございます。

そして、そのころは第３次総計を基本に都市計画のマスタープランと合わせま

して駅勢圏人口を求め、人口フレームを推定しまして、当時は３万人の予定で

したから、それに合わせて事業計画に基づいて住民の増の推移を予測して計算

したものでございます。  

 当時は、この区域の計画人口を１，２００人としていました。当時の人口と

いうのは区域内で３８１人、８１９人が区域内でふえるやろうという予測をし

ておりました。これは御承知のようにイメージパースでもできていましたよう

に、当時はあこへマンションを誘致したいということで、１３５戸のマンショ

ン建築を入れた人口フレームでございます。同時に１所帯当たりの人口も２．

７人で計算をいたしております。同時に施工計画というのがございますので、

それぞれの年度で移転戸数を施工計画の中で導き出して、７５億５，０００万

の２９年度末という施工計画で、これはあくまで認可前ですから机上の計算に

なりますけども予測をして……。  

○４  番  

 議長、私、そんな質問してません。議長、すみません。そうじゃなくて……。 

○議  長  
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 ちょっと待って。  

○理  事（岡田守男）  

 だから、そういう地道な計算をして、この効果を出してきたものでございま

す。貢献度というのは何をもって貢献度かというのがございます。都市計画事

業は、今効果と言われることも含めまして１０年、２０年先の町を見据えた事

業でございます。この貢献度は、あるいは区画整理ですと区画整理のビー・バ

イ・シーで１．３以上、あるいは道路ですと１．３以上の効果がないと認可が

もらえないということが定められています。そういうことから国から３０億の

補助金をもらい、県の補助金をもらい、町が税金を３０億継ぎ足して８０億の

予算をもっても、将来の平群町にとっては効果があるということで説明をさせ

ていただいています。効果額というのは、費用対効果の効果を出せというもの

なのか、もう少し御指示をいただければ検討もさせていただきます。  

 それから、もう１点の森田議員のおっしゃっている地権者との交渉ですけど

も、それにつきましては、恐らく認可前の資料か何かだと思うんですけども、

御確認をさせていただきたいというふうに思いますし、町長はその地権者とお

会いしていただいています。文化センターの建築、あるいは絵を描くことも含

めて協議をしていただきまして、この資料に文化センターを載せるということ

は地権者の御了解もいただいています。これが最大限、私が今言えることです

し、現在交渉中ですので、御理解をいただきたいと思います。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 長くなりますので、貢献度、この資料をつくった元データを出してください

ということです。それと、それに対する現状ですから、あわせて先ほど言いま

したように、いつごろ説明をいただけるのか、それはちょっと答えていただき

たい。  

 それと、私が悪いんですけど、地権者に電話で確認しますと、そんなことは

おっしゃっていなかったということだけ申し上げておきます。それによって、

この事業がおくれる可能性もあるということ。一番問題なのは、位置は別です

けど、このあたりであれば、この方は駐車場ができないんです、ビルを建てて

も。前から車が入れないじゃないですか。リアアクセスですから。ここの場所

から動きたくないというふうに私に言われていました。かつ、それであればこ

こから車が入れない。リアアクセス方式で町長が変更されたというふうに私は

聞いていますが、組合の総意だと思うんですけども。だから、これであれば事

業費もふえるし、私は悪いんですけども、当初計画より事業費は膨らむんじゃ
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ないかと。もう一度、最後に参事に確認したいんです。いつごろ総合的な説明

をしていただけますでしょうか。  

○議  長  

 岡田理事。  

○理  事（岡田守男）  

 今、森田議員のいただいています費用対効果の根拠についてということでご

ざいます。私のほうも手元にございますので、いつでもとりに来ていただけれ

ばお渡しすることは可能ということでお答えをさせていただきます。  

 それから、地権者に電話された云々の件でございますけども、私も交渉をし

ておりますので、その辺の内容ははっきり聞いております。ただ、若干私が聞

いているのと違うところもございますので、また地権者の方に交渉させていた

だきまして、その辺も確認をとらせていただきます。どうもありがとうござい

ます。  

○議  長  

 岡田理事。  

○理  事（岡田守男）  

 これを全体に説明するということにつきましては、今の年度末の進捗も含め

まして、一度、所管の委員長と、また議長と御相談を申し上げまして、特別委

員会等々の中で御説明をさせていただきます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 早急に説明会を開いてですね、議会にも賛同を得てですね、私も何としても

この事業を成功させなあかんと思って、いろいろ御提案とか御指摘をしている

わけですけれども、何かいつも歯切れの悪い答弁をされますもので、あえてき

つい質問をさせていただいていますが、私はそうやらないと住民のためにはな

らない、平群町のためにもならない、その意識で質問をさせていただいており

ます。この問題はこれで結構です。次をお願いします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、森田議員の３点目でございます。町地域振興センターの事業見直

しにつきまして御答弁申し上げます。  

 地域振興センターにつきましては、議員お述べのとおり、関係法令によりま

して平成２５年４月に公益法人に移行をいたしました。法令等の規定によりま
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して、地域振興センターの行政庁は奈良県でございます。そのことから地域振

興センターの管理運営事項に関する御質問につきましては、平群町としてもお

答えすることができませんが、地域振興センターは、平成１８年度の指定管理

者制度導入以降、指定管理者として選定し、施設の管理運営を適切に行ってお

り、公益法人としての設置目的にも合致しておるものと認識をしておるところ

でございます。  

 なお、地方自治法第２４３条の３の２項の規定によりまして、地域振興セン

ターの財務の内容ということで、地域振興センターの予算書、決算書、事業計

画等につきましては、９月議会に御提出をさせていただいておるところでござ

います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 ありがとうございます。私ね、一般質問などで町地域振興センターのやって

いる業務を民間に委託すべきだと申し上げましたが、いろいろ調べてみますと、

それが問題があるということがわかりましたので、猛省をしているわけなんで

すけどね。私は県が認めたからということでなくて、植木の剪定は公益性があ

りますか、一般的に言うて。それは民間でもやれる業者、地域振興センターが

民間だという認識であれば別でしょうけどね。シルバー人材センターでもでき

る業務、業者さんでもできる業務、業者であれば町に税金も入ります。そうい

うことを検討していただく、まあ本来なら、地域振興センターがおのれ自身の

ことはおのれで考えるというのは当然だと思いますけども、町が１億円拠出し

ているわけですね、今議会でもいろいろ議員からも話がありましたが、それが

減ってくれば解散しなければいけない。昔で、民間で言う連結決算であれば、

当然影響は出てくるわけですから、その辺のことをですね、もう一度町と、あ

るいは地域振興センターで協議されたらどうですか。その辺のことをちょっと

お答えいただけませんか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 森田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 地域振興センターの定款の中で、先ほど私の答弁の中で設置目的にも合致し

ておるというふうに申し上げました。今の指定管理といいますか、施設の管理

状況でございますが、平群町の場合、確かに植木の剪定であるとかいろんな公
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園管理的な業務があるのもたしかでございます。ただ、施設の設置のなりわい

から見ていただきましたら、中央公園、北公園、それぞれ公園施設、体育施設

ということで、いわゆる複合施設になってございます。そういった意味では、

スポーツ振興、また町民の利便性という部分で考えますと、剪定一つをとりま

しても、そういうふうな一体的な管理をする中で、施設の設置目的に合うよう

な管理に努めておるのではないかというふうな、まずそういう理解はしており

ます。ですので、我々行政側のほうも指定管理の発注におきましては、そうい

うふうな一体管理ということで業務のほうを指定管理のメニューの中に入れて

おるようなところでございます。  

 あと、２点目といいますか、おっしゃっていただきました地域振興センター

につきましては、議員お述べになられましたように、町が一定の費用を出資と

いいますか、法律上は寄附ということになってございますが、資金を拠出いた

しまして設立をした財団でございます。当然いろんな指定管理等々で、その財

団の行く末というのは行政としても思うところはございます。その辺につきま

しては、出資団体といたしまして、当然今申し上げましたように、許認可であ

るとか行政庁につきましては県でございますので、一定の管理運営などのこと

につきましては、なかなか町も口を挟めないところはございますけども、設立

者といたしまして、その辺の地域振興センターの今後のあり方等につきまして

は、一定そういうふうな話をできる機会を持って、また検討もしていく必要も

あろうかというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田君。  

○４  番  

 今言われたとおり、私も先ほど遊休地の土地のことで言いましたような、そ

ういうことも含めてですね、全てうまくいかないと平群町がよくなって地域振

興センターがだめになる。まして、今回公募されていますので、事業がもしか、

地域振興センターが受託できなかったら、本当に職員も含めて路頭に迷うわけ

ですから、そういうことも含めて検討していただくことをお願いしまして、私

の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、森田君の一般質問をこれで終わります。１１時１０分まで休憩い

たします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時５４分）  
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再    開  （午前１１時１０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号３番、議席番号５番、稲月君の質問を許可いたします。稲月君。  

○５  番  

 それでは、通告のとおり、２点にわたって質問をさせていただきます。  

 １点目、「産休明け保育」実施の検討を。  

 本町では、県下でも最も早い昭和３０年に保育所の設置をされています。そ

の後、ゼロ歳児保育も早い時期に実施し、働く女性を応援し、子どもたちの健

やかな成長を支えてまいりました。現在、２カ所のこども園でゼロ歳児保育が

実施されていますが、入園できるのは現在でも６カ月児以上となっております。 

 しかしながら、１点目、育児休業制度が一定整備をされてはきているものの、

経済的な保障というのはまだまだほど遠いものでございます。また、母親が産

休後すぐに就業せざるを得ないというような事情があったり、また母親の病気

など、さまざまな理由で６カ月未満の保育が不可欠だと、こういう状態になる

こともあります。  

 二つ目、現状では１０月２日生まれ以降の子どもさんは、翌年の新年度４月

には入園する資格はないということになります。このような１の条件のような

保護者は、長期にわたって困難な状況を強いられることになります。途中入園

というのは制度上可能であっても、定数枠からはみ出すことも多い、また入園

はかなり困難であったり、次年度の１歳児になると育児休暇明けで応募者が多

く、入園が非常に難しくなるということが多くなってまいります。このような

ことから、産休明け（生後８週間）の保育実施を検討していく必要があるので

はないかと私は考えます。  

 また、それぞれの二つのこども園に保健師さんが配属されております。子ど

もたちの健康管理の面、また保護者や保育教諭の皆さん、職員に対しての保健

指導なども非常に充実している平群町のこども園でございます。このようなよ

い条件がある、この条件を生かして産休明けからの保育、可能だと考えられま

すので、ぜひとも検討していただきたいというお願いをしたいと思います。  

 ２点目、廃棄物減量化に対して本気の取り組みをということで、本町ではご

みの減量推進を大きな理由に、可燃ごみの収集を有料化しました。２５年１０
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月に有料化をされています。  

 そして、すみません、ちょっとこれ、間違っております。「２年半」と私が間

違って記載いたしました。これは「３年半」近くということでお願いをしたい

と思います。  

 現在、３年半近くが経過をしております。初年度には大きく減量いたしまし

たが、２年目には早くも増加している。２８年度も増加する予想がされており

ます。２８年度には目標値３，１３０トンまで１２４トンを減らそうとしてい

るのに、逆に１６トンふえて３，２７０トンに、これは全て家庭系だけを思っ

て書いておりますが、こういう廃棄量になる予想です。目標との差は何と１４

０トンで、２９年度についても減量目標３，１１０トン、こういう目標が出さ

れていますが、到達しようと思うと１６０トンも減量していかなければなりま

せん。これを実際に達成していかなければ何もならない、ただのお題目だけに

終わってしまうんです。これはやっぱり今許されることではないというふうに

考えます。  

 焼却炉の寿命、これもあと５年余りとかいう話も聞いております。近年には

建てかえるか、あるいは斑鳩町のように焼却を民間業者に委託するなど、どち

らかの選択が必要になってくるのではないでしょうか。どのような選択をする

にしても、炉の延命化、これは今一番必置でありまして、可燃ごみの減量とい

うのは絶対条件になるのではないでしょうか。  

 そのために１点目、減量化の最重点になるのは、生ごみの減量化というふう

に考えます。これはイコール堆肥化をしていくという方向、これを実施すると

いうふうに目標では立てられています。この実施に至るまでの具体的な計画を

ぜひとも示していただきたいというふうに考えております。  

 それと２点目、住民に理解してもらい、そして協力してもらいやすい、なお

かつ協力をしていけば、ちょっとだけでもお得やよという「ゴミ減量今年の頑

張り課題」、こういうものをぜひとも設定して、全町民を挙げてキャンペーン的

な取り組みを実施していくことが今必要になってきているのではないかという

ふうに思います。本町は一戸建ての家屋が非常に多い、庭木の剪定枝やお庭の

草などが多量に出てまいります。これらについては燃焼することなく処理する

ことを早期に実現するべきですが、そこにいくまですぐできることとして、剪

定した葉っぱ、また草を１日以上乾燥させて袋に入れる、これによって一手間

かけることで量が減ってまいります。この手間をかけてもらう分だけ無料にす

るというお得を付加していくということで、これについては廃棄物減量審議会

の中で委員さんが提唱してくださいました。このようなことを、ぜひこれはと

いうのをやっていく、これは待ったなしの課題ではないでしょうか。住民と力
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を合わせてごみ減量を実現するために本気の取り組みを求めたいと思います。  

 以上です。御答弁、よろしくお願いをいたします。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 １項目め、産休明け保育に関する質問についてお答えいたします。  

 平群町のこども園は満６カ月から受け入れしています。生後６カ月と定めて

いるのは、園児の安全性を第一とする中で、首が座り発育が安定する時期を目

安としています。現在、町としては公立こども園として園児の毎日の健康管理

に万全の体制で子どもの発育に懸命に取り組んでいるところであり、これを確

実なものとすることを優先課題としています。産休明け保育の実施については、

今後子どもや子育てを取り巻く社会全体の状況を見きわめていきますので、現

時点では実施を考えていません。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 子どもの安全というとこらへんで６カ月というのが適正ではないかというこ

とで、長年これでやってきたというふうにお聞きをいたしました。いろいろこ

れについては議論が昔からあったようでございます。古い話ながら、１９６０

年代、そのあたりから６カ月からの保育、それまで産休をとらすべきやとかね、

そんなさまざまな議論を経て、この産休明け保育というのが、まずは共同保育

所とか、いうたら認可された保育所ではないところ、お母さんたちがやむにや

まれて自分たちでつくった保育所とかね、そういうところでまずね、この産休

明け保育がなされてきたというのが歴史的にはございます。その中でやっぱり

ね、実際保育の実践をする中で、実証されてきたというのが産休明け保育じゃ

ないかなというふうに私は思っています。  

 首が座ってへんかったら危ないとかね、そういう問題ではないんではないか

と私自身は思っています。私もゼロ歳、本当に産休明けからすぐ個人的な保育

も含めてね、公立の保育所にはうちも１０月生まれの子どもだったんでね、４

カ月、５カ月で預けています。私の孫も少し前に１１月の終わり生まれなので

３カ月、４カ月前の子どもですよね。そこから民間の保育園で本当に手厚い保

育を受けてすくすく育っているという状況でもあるのでね、ちゃんと規定どお

り保育士さんがいてくださって、それから保健師さんもしっかりいてくださる

というね、本当に恵まれた条件である中ではできるんちゃうかというふうに思
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っています。  

 中身としては、確かに育休は随分浸透してまいりました。育休がとれる条件

は整ってきているとは思うんですが、それでもなおかつとれない人もいます。

自営業、農業、それからお母さんが病気になったりとかね、社会的にもその人

材を職場で待っておられる人、それもたくさんいてはると思うんですね。だか

ら、何を選択するかは親自身の自由であって、その人自身で判断できる条件を

つくっていくということでは、制度として私はつくっていただきたいというの

が望みなんです。だから、必ず小さい子どもさん、首の座らない産休明けの子

がたくさん入ってくるというような状況に実際にはならないのが現状ではない

かなというふうに思っています。だから、とにかく現場できちっと話をしてほ

しい。現場の先生たちが、そんなんまだまだ無理やよとおっしゃっている中で

無理やりするのは私はよくないというふうに思いますのでね、やっぱり現場の

先生たちがなるほどと思っていただいて、受け入れていく制度をつくろうやな

いかというふうになるような話し合いというんかな、ぜひ検討、そしてまた学

習もしてほしいというふうなお願いをしておきます。ですから、答弁は結構で

すので、ぜひそういう検討を始めていただきたいということでお願いをしてお

きます。  

○議  長  

 この質問はこれでいいですか。  

○５  番  

 はい。  

○議  長  

 ２点目でいいですか。  

○５  番  

 はい、すみません、次に行ってください。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 それでは、２項目め、廃棄物減量化に対して本気の取り組みをに関しての御

質問にお答えいたします。  

 １点目の生ごみの堆肥化について、具体的な計画でありますが、まず現在収

集している品目とは別に、新たな生ごみを回収するシステムが必要となります

ので、現状の収集体制で行うには人員、収集車両ともに不足しますので、困難

な状況であります。また、先日もスーパーなどから出る食品残渣と剪定枝など

を一緒に堆肥化している施設を見学に行き、施設を管理されている方に話をお
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聞きしましたが、堆肥化施設をつくる上で問題となるのは、近隣への臭気の影

響とおっしゃっていました。生ごみや剪定枝が堆肥になるまでの発酵させる過

程でどうしても臭気が発生しますので、そこの施設では建屋で完全に覆って周

辺に臭気が漏れないように対策をされていました。このように収集体制をつく

るのも施設を建設するにも多くの費用が必要となりますので、生ごみの堆肥化

を具体化するのは困難であると考えます。  

 ２点目の住民の方に理解、協力してもらいやすいキャンペーンをということ

で御提案をいただきました。剪定した葉や草を１日以上乾燥させて出せば無償

で回収するということですが、出されている剪定した葉や草が乾燥しているか

どうか現場で収集員が判断するのが難しいと考えられ、また住民の方々にも混

乱を来すおそれがありますので、取り組むことは考えておりません。ただ、議

員がお述べのように、キャンペーン的な取り組みについては誰が見てもわかり

やすい、どなたでも取り組んでいただきやすい減量化対策を提案できるように

検討してまいりたいと考えます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 生ごみの堆肥化というのは非常に困難やという御答弁でございましたけれど

も、これはもともとしていく方向ですよね、違いましたかね。そんな軽々に判

断をされてしまうというのは非常に残念ですわ。やっぱり今、生ごみを減らさ

ないと家庭ごみの大幅な減量というのはできないというふうに思いますよね。

どれぐらいの時間がかかるのかもわかりませんけれども、一歩一歩進めていっ

てほしい。見学なんかも行かれている、勉強もしてくれてはるということなの

でね、もっといろんなところを見てほしいし、研修していただいて臭気の問題

の解決なんかもされているところもあると思いますので、これから一つ一つ解

決をしていく方向で検討していただきたいというふうに思います。  

 二つ目ですけれども、この前の減量審議会のときにも判別がつかない、乾い

ているかどうかわからへんからということでおっしゃったので、きっとそうお

っしゃるやろうなというふうに思っていたんですがね、それはやっぱり住民を

信頼するという、この一語に尽きるんではないか。それは中にはいてはります

よ。そのまま突っ込んで、これは乾燥させてますという人もおるかもしれませ

ん。だけども、今住民の結構多くの方たちは熱心にやろうと取り組んでくれて

はりますよ、減量化に向けてね。そこの信頼関係というのは、私は大事ではな

いかというふうに思っています。  
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 乾かしたらどれだけ軽くなるんか、私、ちょっと実験してきました。葉っぱ

とかその辺の実験はちょっと時間がかかるし、天候の条件もあるので難しかっ

たので、きのうは野菜のくず、これを乾燥させたというか、家の中で置いてお

いて放置をして、何時間でどれだけ減るかというのを検討しました。するとで

すね、１００グラムの大根の皮、一部ちょっと実があったんですが、それが１

００グラム、ミカンの皮を２７グラム、これは別々にしました。それでやって

みたんですが、４時間で大根は４％減りました。１３時間で１割、１０グラム

減って１０％の減となりました。ミカンの皮は２時間で１グラムの減、これで

４％ですね、分量が少ないのでね。１０時間で３グラムの減、合計１１％の減

量という結果になったんです。これを見ても、夕飯の準備をして、夜中、朝、

何回もはかったんですけどね、こうやってみた結果、どっちにしろ１０時間、

一晩置いたら１０％は水分が飛ぶという結果になりました。  

 これを見てもわかるように、葉っぱだって草だって、外へ出したら夏場なん

かでいえば、暖かくなればもっと水分は減っていくと思うんですよね。だから、

この結果から見ても、ぜひ乾燥させるということを徹底してやっていく、その

ためには、何かせっかくやったんやから御褒美という感じでね、せめて無料に

してほしいなと。そしたらやる気にもなるというのがね、審議委員さんの提案

でも私はうかがわれますし、非常にいいことやというふうに思います。何もな

しで乾かしてください、乾かしてくださいと言うても、なかなかぴんときませ

んわね、やろうという気にならない。ということで、こんなことをやったらい

いんではないか。そのついでに野菜くずなんかを庭の広い人たちは庭に埋める

とかで堆肥化していかはるんですが、そういう場所もないとかいろんな方がお

るんで、まず減量して燃やしてもらうということになれば、たくさんの方がこ

れをやってはると思うんです。一晩置いて、それを袋に入れたら、その袋に何

かシールでも張る、これは乾燥させて入れたよという印を張る、その分は無料

にしましょうやとかね。なんかその辺のね、ちょっと住民の皆さんにいいこと

が少しあるような、そんなこと全然それは無理ですというふうに一刀両断に言

われたのでちょっとショックですけれども、そんなこと言わんと考えていこう

ではありませんか。考えていく気はありますか、よろしく。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 １点目の生ごみの件でございますが、こちらの町としましても、剪定枝とか

草の分につきましては委託となりますが、堆肥化ということは今もやっており

ます。それをもう少し量をふやしたりということは考えておりますが、ちょっ
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と生ごみのほうにつきましては、いろいろ先ほど答弁させていただきましたよ

うに、町のほうではちょっと難しいと考えております。  

 それと、２点目の減量に向けての住民さんのやる気を持ってもらうようなキ

ャンペーンをいろいろ考えていただいています。大変ありがたいことと思って

ますねけど、草を乾かしたら確かにかなり軽くなって、こちらでもよくわかり

ますが、ちょっと現場のほうの混乱とかいろいろそういう問題もあるというこ

とを思っておりますので、それではなくてキャンペーンとしては、また別の方

法で生ごみを絞ってもらったら１０％軽くなるとか、生ごみのいろいろ町の補

助をしています装置の講習の教室を開いたりとか、そういうところで取り組ん

でいきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 なぜそんなに頑張ってできないできないというふうにおっしゃっているのか

なというふうに思うんですけども、何も一斉にやらなくても、一定手を挙げて

くださる方、私はそれにぜひ応募しましょうというような積極的な方たちから

始めてもいいのではないかというふうに思います。それとか狭い地域に限定し

て、ここでやってもらうというようなことなんかも含めて、とりあえずやり始

めへんかったら、こういう問題というのは前へ進まへんというふうに思ってい

ます。また、今ふえ始めていますので、ここでやらへんかったらどんどんふえ

ていくという状態になるのではないかというふうに思います。なかなか協力で

けへんいう人もたくさんいらっしゃると思うんですね。言うて悪いですけども、

男性のひとり暮らしの方とか、それから高齢の方なんかでは難しいというふう

に思う方もたくさんおられると思うんですけども、できるところから協力して

いただいて、それを広報にも載せたり、お知らせをしていくというような方法

をとっていくことがうまくいく一つの方法ではないかなというふうに私は思い

ます。  

 言い忘れましたが、一つ目の生ごみの件ですけども、最終的には業者に委託

するとかね、斑鳩町なんかも、初めはモデル地域でやりながら物については業

者委託されているのではないかというふうに思いますけども、もっともっとほ

んまに研究して実現に向けていっていただきたい。確かに職員の方々も専門に

そこだけを熱心にやるという、そういうふうにできない状況が今の平群町では

あるというふうに思いますけれども、本当に熱心にまずトップの町長の熱意、

ここがまず大事やというふうに思いますね。どうしてもやっぱりもっともっと

減量さすんやと。炉がだめになって次へ建てるのもお金がかかると。民間に委
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託するとか、そういう話もきっと出てくるやろうと思うんですよね。どっちに

しろ減らすことが大事や、そこの観点でね、やっぱり積極的な施策というのは

必要やというふうに思いますので、そんな消極的なことをおっしゃらずに、ぜ

ひやろうではありませんかということです。決意は変わりませんか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 先ほど答弁させていただいたとおりでございますので、よろしくお願いいた

します。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 そんなよろしくお願いをしてくださいと言われても、承知はできません。先

ほどから再々申していますように、本当に減らしていくという決意のもとで考

えてほしい、実施してほしい。どないかしてやり始めていこうというね、その

決意が私は必要なんではないかなというふうに思っています。ちょっと町長の

トップの熱意を聞かせていただきたいなと思います、よろしく。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 平成２５年１０月から町民の皆さんの御協力を得て、指定袋制をとらせてい

ただいております。それまで本当に丁寧な説明をさせていただいたと思ってお

ります。その結果、本当にスタートから大きな混乱はなく、町民の皆さんの御

協力を得てごみの減量が大幅に図られたと思っておるところでございます。  

 しかしながら、その後ですね、やっぱり予想どおりといいますか、リバウン

ドの現象があらわれてきております。これにつきましては、先ほどから担当課

の課長が答弁していますように、平群町といたしましても、今後どのようなキ

ャンペーンといいますか、住民の皆さんの御理解をいただく、御協力をいただ

く方法はどういうものがあるのかということを模索しているところでございま

す。  

 議員の御提案につきましては、一つのアイデアかというふうに思っているわ

けでございますが、なかなか現実的には難しいかなというふうに思っておりま

す。したがいまして、何かいい方法がないかということで、今後もですね、ご

み減量をふやしたとか、そういった機会も捉えながらですね、ごみの減量に努

めてまいりたい。  
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 特に議員の認識と私の認識が同じところはですね、やっぱり生ごみを減らし

ていくということが本当に私も同じように考えておりますので、生ごみをいか

に減らすかと、そして分別は非常に手間の要ることで町民の皆さんの御協力な

くしてなかなかできませんけども、分別をいかに小まめにやっていただくかと

いうようなことに尽きるのかなというふうに思っております。今後、町民の皆

さんの御協力がいただけるような方法につきまして研究してまいりますので、

御理解いただきますように、今後そういった面におきまして御協力いただきま

すことを逆にお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 稲月君。  

○５  番  

 気持ちは一緒やと、生ごみを減らすことが大事やというふうにおっしゃって

いただいたわけですけども、それならもう少し一歩前進できるように研究して

もらいたいし、努力をしてほしい。できないということでね、担当課はおっし

ゃったんですが、そういうことにならないようにやっていただきたいというふ

うに思います。  

 一つね、先日、平群駅で早朝ですね、こういうスーパーの袋にどうもごみの

入ったような袋を下げて出勤してきた男性がいらっしゃいました。その男性は

どこに行かはるのかなと思ったら、駅の裏側というか、ホームの後ろ側ですね、

そこからごみ箱の中にその袋をぽいと入れはったんです。これは家庭ごみを駅

に持ち込んで、結局事業系ごみをふやしたということになりますよね。そのか

わりこっちでは減っているのかもしれないけれど、多分ひとり暮らしの男性で

はないかなというふうに思いました。やっぱりひとり暮らしでそれほど多くな

いごみをごみステーションにきちっと分別して捨てるのは嫌なので、きっとそ

んなふうに駅に便乗した結果やったというふうに思うんですけども、今コンビ

ニはよく知らないですけども、Ａコープにも、駅員さんにも聞いたんですけど

も、たくさん入っていますということなんですよね。そんなちょびっとのごみ

を有料の袋に入れて出すのが面倒くさいというふうな感覚で、そういうふうに

なってしまっている人たちも実際いてはるんです。やっぱりもっと小さなごみ

袋の用意をするとかいろんな形で工夫がまだまだ必要やというふうに思うんで

す。ぜひとももっと積極的な提案、これやったらみんなで頑張ろうやというよ

うな提案を住民の方々からも募集してほしいし、職員の皆さんもぜひ知恵を絞

ってほしいし、こういった一定の提案をしているんですから、もっと真剣に受

けとめてほしい。住民を信頼できないというふうにしか思えない、そういうお

答えでしたので、乾燥してるかしてへんかわからんというような、それを疑い
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出すと何もできませんのでね。せめて簡単なことです、これぐらいはまずやっ

ていただくという方向で、今はいいですけども、積極的に考えていくというこ

とでお願いをしておきます。答弁は結構です。  

 終わります。  

○議  長  

 それでは、稲月君の一般質問をこれで終わります。  

 ここで説明員が入れかわりますので、しばらくお待ちください。  

 続きまして、発言番号４番、議席番号１２番、馬本君の質問を許可いたしま

す。馬本君。  

○１２番  

 議長の許可を得ましたので、大きく４点について質問をさせていただきます。 

 まず１点目、リサイクルセンターの移転についてであります。  

 平群町第５次総合計画の循環型社会方針では、「一人ひとりが環境を地球規

模で考え、自然環境の配慮した行動を身近なところから自主的に実践し、環境

への負荷をできる限り軽減した、快適で住みよい地域社会の創造に取り組む」

とされております。現在、リサイクル分野の中でもリサイクル製品等の利用の

拡大の積極的な推進を行うために、平群町ではリサイクル館が設置されており

ます。第５次総合計画のリサイクル館使用件数の目標数値では、現状値の平成

２３年度は２８９件で、目標は平成３０年度の３００件と数値目標が設定され

ております。過去４年間の実績件数では、平成２５年度２８７件、平成２６年

度は２５７件、平成２７年度は２９１件、２８年度１２月末では１７９件であ

りましたが、平成２４年度は３２２件でしたが、今年度は過去のデータから見

て３００件以上の達成は難しいと思います。  

 リサイクル館は役場の敷地外の東側に隣接しており、利用者にとっては利便

性のよいところでありますが、駅周辺事業区域内の借家であり、平成２９年度

の早い時期に移転しなければなりません。町は移転先として、これまでに行政

財産の廃止された西小、若葉湯、南保育所、また行政財産の清掃センター内北

支所などが検討されてきましたが、これまでの経過は法的には難しい問題や住

民にとって利用しやすく、循環社会構築の啓発向上等にマッチした最適な移転

先を確保することができませんでした。  

 そこで、私は役場正面の東側の町バス車庫を移転先として活用すべきと提案

をさせていただきます。バス車庫は、役場の敷地内にあり住民にとって利用し

やすく、循環型社会構築の啓発向上等に最適な移転先ではないかと思います。

現在のリサイクル館の運営管理委託費は、年間約１７０万円ほどが必要であり

ますが、今後の運営として町バス車庫は役場庁舎に隣接しており、町バス車庫
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と住民生活課にインターホン等を設置することによって、利用者等には住民生

活課職員が迅速な対応が可能となります。よって、運営管理委託費が削減され、

財政難の一助ともなります。駅周辺整備事業も完成間近になっており、今後は

役場周辺整備をされるまでの間、町バスは役場の隣接する組合用地に一時的に

駐車をお願いすべきと思います。待ったなしのリサイクル館移転問題解決に、

私は町バス車庫を活用すべきと思いますが、どのようにお考えですか。  

 ２点目につきましては、平群駅周辺に町営のコインパーキング設置を。  

 駅前広場約３，４００平方メートルが完成すれば、路線バス、コミバス、タ

クシー、近鉄電車等の利便性向上となります。また、平群駅前に平成３１年度

完成に向けて、（仮称）文化センター、イベント広場、駐車場等が予定されてい

ます。現在の中央公民館、図書館、人権交流センター、庁舎の４施設の駐車状

況は、合計で台数は約１３０台で、そのうち公用車が約３５台使用しておりま

す。将来、庁舎並びに文化センター完成時において、同数の駐車場を予定され

るとすれば、町バス、消防車は車庫が必要となり、一定のスペースをとらなけ

ればなりません。また、現行より余裕のある駐車スペースと障がい者専用駐車

場も数台分が必要となり、施設利用者の駐車場台数は約８０台から９０台が整

備されると私は予想しております。  

 駅周辺整備事業の施工において、地権者には減歩率約２０％を得てまちづく

りに協力をしていただいており、感謝しておりますが、駅周辺整備事業の住民

はもちろんのこと、全住民に総事業費約８０億のうち約３０億、３７．５％も

の起債、借金を負担していただいており、住民のために活用すれば町の活性化

と住民の利便性向上につながり、また財政難の町にとっても使用料が町収入に

なるなど、駐車場設置の施策が必要と思います。  

 そこで、（仮称）文化センターの駐車場整備は約３年後になること、そして施

設利用者以外の駐車場利用者の回避、将来、庁舎完成並びに（仮称）文化セン

ター完成時の利用者増など、将来を見据えた平群周辺に町営のコインパーキン

グ駐車場を提案いたします。候補地としては、平群町の北東に位置した平群町

の普通財産１，３５４平方メートルの土地であります。  

 ３駅周辺のコインパーキングの状況は、東山駅周辺では民間の約３５台収容

のコインパーキングが設置されておりますが、午後になれば満車になるほどの

利用があるとのことです。また元山上口駅周辺では、民間の約２５台収容コイ

ンパーキング並びに月決めの併用駐車場が設置されております。そして、竜田

川駅周辺では民間の約３３台収容のコインパーキング及び月決め併用駐車場が

設置されております。しかし、平群駅周辺では民間の月決め駐車場は数カ所あ

りますが、コインパーキングはありません。また町営のコインパーキング設置
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の計画もないのであります。早急に提案用地に町営のコインパーキングを設置

すべきと思いますが、どのようにお考えですか。  

 ３点目でございます。町発注建設工事について地元業者育成を。  

 平成１９年新財政健全化計画の一環として入札制度の見直しが行われてきま

した。結果、建設工事入札に最低制限価格制度を設定してからは、全てといっ

ていいぐらい、くじ引きによる最低制限価格で落札され、経費削減に寄与して

いましたが、１０年前には建設工事の町内指名業者、平群町に本店、支店、営

業所が約５５業者がありましたが、現在３４業者になり、２１業者３８％も減

りました。現在の工事発注基準は、平群町請負指名業者の選定及び委員会運営

要領の第５条における請負対象設計金額の基準として、平群町建設工事請負業

者の審査格付及び委員会運営要領第６条の格付基準により、業者選定並びに格

付が行われております。町内業者の建設工事請負格付基準は、土木、建築、舗

装、水道工事などの評定項目によりＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５ランクに格付され

ております。現在、土木の地元業者、平群町で本店格付の状況ではＡ級が２社、

Ｂ級が８社、Ｃ級が１０社、Ｄ級が１０社、Ｅ級については新規の指名の業者

で、今現在はゼロであります。合計３０業者でありますが、特にＡ級について

は請負金額２，０００万から１億未満、以前の５業者から２社に激減しており

ます。  

 私は地元Ｂ級業者がＡ級に昇格においては、評点５項目のうち資本金「２，

０００万以上」、許可の種別「特定建設業」、２項目が特にハードルが高いので

はないかと思います。選定基準に基づいて指名業者の選定は７社で、最低制限

価格を設定した場合は５名以上となっておりますが、某市では昨年度より地元

業者だけを指名され、地元業者育成に寄与されておられます。平群町の地元業

者にとっては、うらやましい限りではないかと思います。地元業者育成に欠け

た選定基準になっていると思います。現在の指名格付は昨年の２月に各業者の

指名願を受理し、来年の３月末までの２年間が有効期間となっております。な

お、次回の格付審査は来年の６月ごろを予定されております。今後、大規模災

害などにおいて、災害復旧、人命救助等、救急車両の通行ルートを迅速に確保

するためにも、即地元業者の協力が必要不可欠であります。  

 そこで平群駅周辺整備事業が来年度完了予定となっており、今後は地元業者

育成の観点から建設工事発注における指名、格付基準についての入札制度の一

部見直しについて必要と考え、検討すべきであると思いますが、どのようにお

考えでございますか。  

 ４点目でございます。公共交通空白地域の解消について。  

 デマンドタクシーは、コミバスより運行収支比率がアップし、投資効果の期
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待と住民の希望時間帯、指名・指定の場所から目的地までの移動手段を提供す

ることができ、コミバスにない利点が多く存在し、住民の移動手段の確保に向

け、心強い味方となってくれます。私はコミバスとデマンドの併用運行をすべ

きと定例議会ごとに提案をしておりますが、町長は併用することにより、より

コミバス利用者が減り、収支率も悪く厳しい財政がますます厳しくなる。また、

低い収支率をアップさせるには、今後ルート、ダイヤの改正等を実施し、利便

性を向上させるなどの答弁を繰り返されてこられました。  

 そこで、平群町の人口面積等が類似している熊本県の長洲町の予約型乗合タ

クシーが高齢者を中心に住民の足として定着し、「町民の宝物」という声が上が

っている事例を紹介、町長は提案していただき、熊本県長洲町の事例について

調査研究をしてまいりたいと、昨年の１２月議会で答弁をされました。  

 それで、１点目について質問いたします。先月の８日に、公共交通対策特別

委員会が開催され、コミバスの今後の今年度中の実績と見通し並びに新年度に

向けての新ルート、ダイヤ等を説明されました。平成２８年度途中であります

が、コミバス運行利用者は平成２７年から２８年度の４月から１２月、９カ月

間の実績と前年度累計比較では、西山間は平成２８年度は１，３７０人減、南

北循環並びに南ルートは平成２８年度４４５人の減、合計９カ月で２，３１５

人の減となっております。そこで、平成２８年度運行評価基準見通しでは、西

山間ルートは前年度１月から３月までの３カ月間の実績は２，６０７人と、今

年度の４月から１２月の９カ月の実績との合計では１万４５９人となり、最低

需要基準１万に対して前年度より２，３２９人超過でしたが、今年度は大きく

減少し約５００人超過の予想となります。また、南北循環、南ルートでは、前

年度の１月から３月の３カ月間の実績は４，１３０人と、今年度の４月から１

２月の９カ月の実績は１万３，６６６人の合計では１万７，７９６人となり、

最低需要基準は１万８，２００人達成には４０４人足りず、今度の最低需要基

準を達成するのは難しいのではないかと私は予想しています。運行評価基準の

うち最低需要基準に達していない場合は、事業廃止の検討を行うとなっており

ます。  

 そこで、毎月の運行実績は翌月の１０日にＮＣバスから実績報告が来ると聞

いておりますので、１月、２月の運行実績をお聞かせください。  

 ２点目、現状を見据えた町はコミバス事業促進のため、毎年行ってきた年間

無料乗車日１０日間、年間２回を実施されていますが、今年度は平成２８年１

０月１７日から２２日と、平成２９年２月１３日から２４日の１５日間行われ

ました。私は何度も収支比率のアップや運行評価基準、最低需要基準遵守の指

摘に対し、アップ及び基準達成にはルート、ダイヤの改正等を実施し、利便性
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を向上させると回答を繰り返されてこられましたが、昨年よりも５日間も無料

乗車日の増が行われました。何の意図があって無料乗車日をふやされたのか。  

 次、３点目、過去６年間のコミバス運行費は、国の５０％から１００％の補

助金でコミバス運行が行われてきました。平成２９年度予算のコミバス運行委

託料は、運賃収入の約２００万を引いて約３，２００万計上されており、財政

内訳として５０％の補助金となっております。コミバス運行において、平成２

７年度は先行型交付金、平成２８年度は加速化交付金を受けておりましたが、

２９年度は推進交付金をことしの３月に申請され、５月に通知が来るとのこと

であります。ただ、交付金決定を願うばかりでございます。  

 推進交付金の目的は、「事業を進めていく中で「稼ぐ力」が発揮され、事業推

進主体が自立していくことにより、将来的に交付に頼らず、事業として自走し

ていくことが可能となる事業であること」とされています。平群町は申請にお

いて、毎年、先駆的なコミバス運行事業を取り入れた５年間の事業計画を作成

しますが、コミバスとデマンドの併用運行事業こそ、先駆性を有する地方創生

推進交付金事業に合致していると思いますが、どのような見解をお持ちですか。 

 ４番目、高齢者が引き起こす交通事故が近年、大きな問題となり、国が高齢

者に勧める運転免許証自主返納制度が始まっております。免許証返納後、申請

すれば免許サイズの運転経歴証明書が交付されます。平群町では運転免許証の

自主返納をされた方には、コミバス回数券１１枚のやつを５冊か、ＮＣバスを

ＩＣカードで使用できる５，０００円相当分、どちらかの乗車券が交付されて

おり、現在まで約２５件の申請がありました。なお、１回限りの支援とされて

います。しかし、地方を中心に自宅近所にスーパーや病院がない地域では車は

必要不可欠、必需品で、また現在は老々介護もふえており、車なしでは生活が

成り立たない人も多く、免許証返上には高いハードルもあります。  

 そこで、高齢者を中心に住民の足として定着し、町民の宝物という声が上が

る政策として、コミバスとデマンドの併用運行事業を早急に取り組むべき時が

来ていると思います。また、前定例議会に町長は提案していただき、「熊本県長

洲町の事例について調査研究をしてまいります」と回答いただきましたが、調

査研究、結果の報告をお願い申し上げます。  

 以上、４点について明確な御答弁をひとつよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 馬本君の質問の途中ですが、午後１時３０分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時０７分）  

 



 

－１９９－ 

再    開  （午後  １時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 １点目、リサイクルセンターの移転についての御質問にお答えいたします。  

 リサイクルセンターは、限りある資源を有効活用する意識の啓発、普及を行

い、資源循環型社会の形成に資することを目的に平成６年度に梨本地区にて開

設して、平成２１年度より現在の場所に移転し、年間利用者数は２５０人から

３００人に上っております。現在の場所は、議員お述べのとおり、吉新土地区

画整理事業用地内で、２９年度中に移転を迫られております。現在、未利用の

町有施設を活用しようとすれば、施設用途変更手続や施設改修費に多くの費用

が必要となります。  

 提案いただいています移転先については、駅周事業に伴い役場敷地の土地利

用についてはこれから協議を進めるところでありますので、敷地全体の中で中

央バス車庫についても検討を進めてまいりたいと考えます。  

 また、現在の管理方法は指定管理で、平成１８年度から４年前の３回、平群

町シルバー人材センターにて適正管理をしております。現在の場所より役場敷

地内に移転した場合であれば、管理方法としては平成２９年度は指定管理期間

内でありますが、住民生活課の間近であるので職員において管理運営が可能で

あると考えられますので、シルバー人材センターとも協議を行いたいと考えま

す。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 それでは、質問をさせていただきます。  

 今、課長のほうから、役場敷地利用はこれから各課といろいろ協議していく

という御答弁をいただきましてんけども、例えば今シルバー人材センターさん

は、候補地の次の移転先も決まり、今造成中でありますが、私が質問を最後に

しましたように、待ったなしのリサイクル館移転問題解決にということで、そ

れだけ敷地をこれからどうするか、役場の周辺をどうするかというような問題



 

－２００－ 

じゃなしに、どこへ移転するか。移転先がなかったら、あのリサイクルセンタ

ーは撤去できないわけでございまして、敷地がね。それで、僕はバスの車庫は

どうですかという御提案をさせていただいたんですけども、そこまでおっしゃ

るならこれから協議しますと。ほんなら間に合いますのかいな、それ１点と、

シルバー人材センターの指定管理の業務についても、恐らく今年度中に議会の

議決、いろんな問題が出てくると思いますよ。そこら辺も計算するならば、そ

んな悠長なことを言うてる時期ではないというふうに私は認識します。  

 それと、そこまで駅周辺の役場敷地の利用の中に、一応そこへ候補地として

持っていくということを明言されたならば、それ相応のお金も、建設されるの

かどうなのか、その方法はどういうふうに考えておられますか、御答弁願えま

すか。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 １点目、リサイクル館の移転が間に合うかということでございますが、先ほ

ども答弁の中で言いましたが、提案していただいていることも十分踏まえた中

で早急に検討を進めてまいりたいということで、現施設が入っているところの

駅周の事業の取り壊しとか、そういう着手時期も見まして、できるだけ早い時

期に間に合うような検討を進めてまいりたいということでございます。  

 ２点目の指定管理についてでございますが、その件についても移転時期がい

つごろということがはっきり決まりますと、シルバーとも本格的に協議を行っ

て、指定管理の手続にも支障がないような方向で進めてまいりたいと思います。 

 改修費用については、新年度予算では計上しておりません。今あるリサイク

ル館の中の棚とか、そういうものを活用しながら、できるだけ安価な方法でそ

ういう設備ができたらなというふうに考えておりますので、そのようになって

おります。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 シルバーさんと協議するということは、敷地内へ持ってくるということを明

言されているわけやな。それと、私が提案させていただいたバスの車庫も含め

て協議するということを御答弁もいただいた。そして、私は改修とか言うてま

せんよ。今度、建築するに当たってどうですかと聞いた。改修するということ

は、今のバスの車庫並びに公共施設もバスの車庫の隣にありますけども、そこ

ら辺を改修されるのか、それは想定しておりませんけども、敷地内といったら
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それしかないんですよ。ということは、僕の言いたいのは、なぜ素直に認めて

いただけないかということが非常に残念です。強制的にバスの車庫をもってこ

いと私は言うてません。行政と議会は両輪のごとくですよ。私は議会が追認機

関とは思っていません、いつも言うように。せやから、はっきりと御提案させ

ていただくなら、そこやったらそこは候補地の一つじゃなしに、そしたらそこ

までおっしゃるならば、きょうはそこまで突っ込んで言おうとは思ってません

でしたけど、そこも候補地の一つとおっしゃるならば、ほかはどこがあるんで

すか、そうおっしゃってるんやったら。それを御答弁ください。  

○議  長  

 住民生活課長。  

○住民生活課長  

 担当課としましても、今、議員提案していただいているところが最もいいか

なというふうに思っていますが、これから関係課とも協議をするということで

ございますので、そのようなはっきりしたことはちょっと言えないということ

で、そのような答弁をさせていただきましたので、よろしくお願いしたいと思

います。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 そうならばね、当初の答弁としては、一つの最適な候補地という御提案を、

いろいろこれからきょうは内部で協議していきますというふうに素直におっし

ゃっていただいたら結構なんや。それをまたいろんなところを回りくどくおっ

しゃって。というのはね、待ったなしなんですよ、これ。駅前開発は２９年度

で終わるんですよ。あの敷地はどうなんの。シルバーさんはよそへ行かはる。

行政のリサイクル館はそのまま残った。大変ですよ。それは繰越明許でっせ。

その点も踏まえね、やっぱりそこは速やかに当初から最適な候補地の一つです

とおっしゃっていただくと私は思っておりましたけど、おっしゃっていただい

たら、それはそれで結構です。速やかな対応で移転することをお願いし、議長、

この質問についてはこれで結構です。  

○議  長  

 都市建設課長。  

○都市建設課長  

 それでは、２点目の町営のコインパーキング設置計画についてですが、都市

計画、土地利用という観点からお答えさせていただきます。  

 町といたしましては、現在のところ、町営のコインパーキング等の駐車場整
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備計画はございません。ただ、今後の平群駅周辺整備事業区域内並びに周辺地

域における土地利用の状況を見きわめる中で検討していきたいというふうに考

えております。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 それでは、馬本議員、２点目の御質問でございます。平群駅周辺に町営のコ

インパーキングの設置についてということで、御質問の中でもございました町

有地の管理の観点からお答えを申し上げます。  

 当該土地につきましては、平成２５年１月の土地開発公社の解散によりまし

て、町有地となりました普通財産といたしまして、平成２５年８月より公売に

付しておるところでございます。しかし、平成２８年１月までの間、９回の公

売に付したところでございますが、売却には至らなかったところでございます。

あわせて、この間、駅周辺事業の事業用地としての利活用が検討されたことも

あり、現在公売は行っておらないところでございます。  

 その後でございますが、昨年の１０月並びに本年の２月の全員協議会におき

まして、平群駅前への文化センター・図書館の建設計画並びに役場本庁舎建設

の将来構想を御説明申し上げたところでございます。当該土地が建設予定地の

近隣にあることから、それぞれの施設の建設を見据えたときに利用者の車両の

みならず、公用車の駐車場や消防車両の車庫、倉庫、書庫といったもの、また

備蓄倉庫など公共施設建設に伴う附帯設備の整備が将来的に必要であろうと考

えております。よって、当該土地につきましては、文化センター・図書館の建

設や役場庁舎の将来構想を踏まえまして拙速な公売を行わず、土地の利用を検

討してまいりたいと考えておるところでございます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 この件については、私が先ほど質問の詳細の要旨を述べたように、３駅には

コインパーキングがある、平群駅にはないということで、将来の構想を今、大

浦課長がおっしゃっていただいたように、附帯施設という形でつくらなければ

ならないという構想を持っていると。公売は行わないということもおっしゃっ

ていただいた。それはそれで私はいいことやなと思う。現状として見られた方

もおいでになると思いますが、あの施設は駐車場がちゃんと整備されておって、

ブロックからちゃんとラインも引いてあって、その土地はね。あとはコインパ

ーキングの機械を設備し、ちょっと入り口を改修すれば、すぐに設置できるよ
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うな場所でございます。しかし、残念なことに３１年ぐらいになったら、恐ら

く文化センターが供用になると思うねけども、その間、その土地は遊ばしてお

くのかなという部分に対しても非常に疑問視されるわけです。  

 今回の平成２９年度の一般会計予算の趣旨説明で、町長はこういうような趣

旨説明を書いてあって、「遊休財産については可能な限り事業化に努める」とい

うふうに今回一般会計の中に提案で明言されておられます。ということは、３

年間、２年間でも遊休地というような形で遊ばせていくこと自身が果たして住

民にとって公共の福祉に寄与する、公売はしないということやからな。せやか

ら一日も早くそれについてね、コインパーキングについていろんな経費の関係、

設置の設備、それと改修費はどのぐらいかかるんやろうとか、そういう案につ

いて検討してもらえないか、調査研究はしていただけますか、そこら辺はどう

ですか。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 馬本議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 先ほど駐車場担当であります都市建設課長の答弁と若干重複するところもご

ざいますが、御提案いただきましたコインパーキングにつきましては、いわゆ

る費用対効果のところで、どの程度の整備を行ってどの程度の設備投資という

ものが必要なのか、またどの程度の収益が見込まれるかによりますが、今町内

の駅の中でも駐車場の整備というのがなかなかでき得ていないということも踏

まえて、またこの土地につきましては、先ほど申し上げましたように、近隣に

そういった公共施設の整備計画があるというところでございますので、俗に言

うつなぎ的なその間の利用というのも含めて、駐車場の設置というのは一つの

土地の利活用の選択肢ではないかなというふうに考えておりますので、担当課

のほうと少し協議をさせていただいて、検討もさせていただけたらというふう

に考えております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 費用対効果とかいうふうな考えじゃなしに、私は投資対効果ということで中

長期的な投資やというふうな認識を持っておるわけでございます。今、調査研

究をしていただくということを課長のほうから御答弁いただきましたので、今

度は平群駅がハブのターミナルになりますしね、要するに住民にとって利便性

の向上のため、まして平群の吉新地域の活性化のためにも、一日も早く設置さ
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れることを祈念するわけでございます。ひとつよろしく調査研究をお願いした

い。ありがとうございました。次へ結構です。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、今後の地元業者育成の観点から建設工事の発注における指名格付

基準についての入札制度の一部見直しの件について御答弁申し上げます。  

 まず、本町において新財政健全化計画の一つとして入札制度の見直しを行い、

公平でかつ公正な入札、契約方式の推進を図ってまいりました。具体的には郵

便入札の実施による入札制度の実施により、一層の競争性、透明性を図ってま

いったところでございます。また、建設工事においてもコストの削減及び良質

な工事発注に向けた取り組みとして、平成１９年６月から最低制限価格を設定

し、入札執行を行ってまいりました。その結果、大幅な削減が見られ、町財政

に大きな成果が出ているというふうに考えております。  

 その一方で、建設工事における町内土木格付業者数については、平成１８年

度は５５社であったものが、平成２８年度では３４社というふうになっており

ます。また、土木工事の格付がＡ級で本店を平群町に有する地元業者数は、平

成１８年度は５社であったものが、平成２８年度には２社になっているという

ことでございます。  

 現在の建設工事における発注及び格付基準については、平群町請負指名業者

の選定及び委員会運営要領第５条及び平群町建設工事請負業者の格付及び委員

会運営要領第６条に基づき、発注基準及び格付基準を定め、町内業者の業者選

定及び格付を現在行っております。議員お述べのとおり、町内業者の格付につ

いては土木工事、建築工事、それから舗装工事、水道工事の業種によって等級

をＡからＥまで格付をしております。例えば、土木工事の場合はＡ級の格付要

件として、総評点８００点以上、資本金が２，０００万以上、それから技術職

員３名以上ということで、建設業の許可種別として特定建設業の許可を有し、

格付実績として直前２年間Ｂ級での要件を課しているところでございます。  

 議員お述べのＡ級の要件として、資本金２，０００万以上で建設業の許可種

別である特定建設業の許可を有しているといった要件が厳しいのではというこ

とでありますが、町といたしましては、一定の金額、格付の等級がＡ級以上の

建設工事については特定建設業の許可を有していることを要件と現在しており

ます。建設業の許可において特定建設業の許可を取得するためには、一般建設

業よりも厳しい要件がございます。例えば、資本金２，０００万、自己資本金

の額が４，０００万以上が課され、また土木工事においては４，０００万以上
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の工事で下請を行う場合は特定建設業の許可が必要となるということでござい

ます。  

 奈良県や近隣の市町村においても一定の金額以上、例えば奈良県では土木工

事において２，０００万以上、土木工事の場合は特定建設業の許可要件を課し、

また他の市町村においても２，５００万以上の土木工事の場合は同等に特定建

設業の許可を有していることを条件としています。一定の金額以上の建設工事

については、履行の担保として特定建設業の許可を要件としています。それら

の点などから一定の金額以上の建設工事については、特定建設業の許可要件を

なくすことは難しいと考えております。また、近隣の市においても、議員御指

摘のようにですね、平成２８年度からは建設工事における格付について、土木

工事、舗装工事、造園工事について一定の競争性が確保できる業種について、

本店を有している業者のみから入札を実施し、対応されていると聞き及んでお

ります。平成２８年６月から建設工事における審査格付を実施し、次回につい

ては、議員お述べのとおり、平成３０年６月から新たな格付を予定しておりま

す。  

 議員お述べのとおり、万が一ですね、大規模な災害があった場合など、地元

施工業者の協力が重要でもありますし、地元業者の育成の観点からは建設事業

における発注基準及び格付基準について、他の市町村の状況や町の発注状況を

見ながらですね、現在、某市では本店を有するものを町内業者として格付して

指名しているというところも聞き及んでおりますので、平群町にとって、いわ

ゆる競争性の担保も含めて、どのような形で町内業者を育成していけるのかど

うかも含めて、これはよく検討していきたいなというふうに思っております。

よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 先ほど述べられたように、平群町の指名業者も２１社減ってしもうたと。ま

してや地元業者でＡ級で５社あったが２社になってしまったということで、私

にとっては残念だなと思っています。しかし、今度は今おっしゃった甚大なる

災害が起こった場合、即地元の業者に来ていただいてダンプとかユンボとかブ

ルドーザーを出していただいて、緊急車両が通れるように現状確保していただ

く仕事が、これは人命にもかかわることでございますので。  

 よそのある某市では、本社がその市になかったら指名しないということも、

２８年４月から基本的にされているということもありますので、やっぱり地元

業者育成に何してはんねんなというふうに私はとりました。平群町も駅前開発
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も２９年度でおおむね終わる予定というふうになっておりますし、そこら辺は

いろんな立場立場はありますけども、特に平成２８年６月かな、要するに建設

業法施行令に基づいて特定建設業は今まで３，０００万以上については下請で

きたけど、今度は４，０００万という枠が上がったわけでございます。そこら

辺で特定建設業のハードルは高い、２，０００万の資本金もハードルが高い、

これは県の一定の建設業務にのっとるから、非常にこの点については難しいと

いうことは認識を新たにしました。けれども、今度は発注基準、請負対象設計

金額の基準というのがございますので、そこら辺もひとつ研究をしていただき

たいなということもありますし、やっぱり地元業者の育成もあるし、行ってい

ただいたと思いますけども、まだ行っておられなかったら、課長ね、そこの市

のいろんなことについても研究していただきたいなと思います。やっぱり市が

されるということは、そこの市は全国でも有名な入札制度の企画をされた市で、

そういうことには熱心にやっておられる市でございますので、今後そこの市を

研究していただくことと、それと内部で今言うた設計金額の基準、それについ

ても一定いろいろな角度で調査、会議をしていただけないかなと、来年６月に

向かってね。もうそろそろやっていかなければ、来年の２月は指名願のときで

ございますけども、そこら辺もある程度の方針を持っておれば、やっぱり地元

の業者もより一層奮闘していただけるものやと思いますのでね、そこら辺もひ

とつお願いできないかなと思いますねけど、その点どうですか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 今、議員お述べのとおりですね、我々も格付に当たっては意をはらんでおり

ますが、先ほど申されましたように、建設業法の施行令の一部改正が下請制限

が３，０００万から４，０００万に引き上げられたということも、これも相乗

効果も合わせて、本町では基本的に競争性を担保しなければ、いわゆる公共の

調達というのはなかなかなり得ないというふうに思っておりますので、そこも

含めてどのような格付でしていくのがいいのか、業者選定委員会と格付委員会

もございますので、そこでしっかり議論をして町長に諮問もしていきたいなと

いうふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 それはそれで結構ですけども、平群町は今おっしゃったように、最低制限価
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格が制度化されておられますので、普通は７社を５社でやりましょうというふ

うにされておられるし、これは考え方によったら、いろんな考え方があると思

いますけども、今までの実績を見ますと、最低限度にいった入札については全

部といっていいほどくじ引きで選ばれて業者が落札されているというかな、そ

ういう形をとっておられる今までの経過もございます。ここら辺でその５社が

正しいのか、３社が正しいのか、２社が正しいのか、複数競争性を担保とする

ならば、いろんなことを考えられると。そこら辺もいろいろ調査研究もお願い

したいなというふうに思います。それで調査研究していただくということをお

っしゃっていただいたので、これはこれで結構でございます。経堂課長、ひと

つよろしくお願いします。  

 議長、結構です。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 それでは、大きな４点目の公共交通空白地域の解消についての御質問につい

てお答えをいたします。  

 １点目の平成２９年２月までのコミバスの実績でございますが、西山間ルー

トでは９，４１２人、南ルートで９，００１人、南北循環ルートで７，５２２

人となっています。前年度累計比較では、西山間ルートで１，９８９人減、南

ルートでは９６９人減、南北循環ルートでは６８７人増となっております。平

成２８年度末の予測値でございますが、西山間ルートでは１万４００人、南ル

ートで約９，８００人、南北循環ルートで８，２００人、これはいわゆる南北

循環南ルートを合わせて１万８，０００人程度というふうに今現在予測をして

おります。前年度実績と比較しますと、西山間ルートでは２，０００人減少し

ております。南ルートでは１，０００人減少し、南北循環ルートでは７００人

増加というふうになってございます。  

 議員御指摘をいただいておりますように、中央循環ルートとして位置づけを

している南ルートと南北ルートの合計の予測値は、先ほど言いましたように１

万８，０００人ということで、これは公共交通対策特別委員会では１万８，２

００人はほぼクリアできるだろうということで報告もさせていただいておりま

すが、現実あと１カ月を切っていますので、１万８，２００人の到達は大変厳

しいということは、素直に認めたいというふうに思っております。  

 その一つの要因として、特に通学支援に係る椹原の停留所での乗降者が前年

度より３３％減になります。これを月に直しますと月４７人、これを１年とい

うことになれば５６４人が減少するということで、南ルートでの減はこれが一
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番響いているのかなというふうに分析しておりますが、先ほど申しましたよう

に、１万８，２００人の到達は大変厳しいということで、これは素直に認めた

いというふうに思っています。  

 それから、２点目のコミバスの利用促進のために行ってきた無料乗車日につ

きましては、住民の方にコミバスを知っていただく、また利用していただくた

めの取り組みとして毎年行っており、今年度は議員お述べのように、１０月に

５日間、２月に１０日間を実施しました。無料乗車日の設定については、公共

交通イベントや利用促進施策として地域公共交通会議の中の年間計画に示され

ております。平成２８年度については、御指摘いただきましたとおり、例年よ

りも５日多く設定をさせていただきました。これはコミバスを利用したことが

ない方も含め、広く住民の方にコミバスを利用していただくということもござ

いますし、公共交通の連携計画の中にもですね、無料の乗車日を設定するとい

うことも盛り込まれておることでございます。公共交通により親しんでいただ

くために、今回は特にですね、５日間延長させていただいたということで御理

解いただきたいというふうに思っております。  

 それから、３点目の地方創生交付金の事業申請につきまして、都市のコンパ

クト化と公共交通ネットワークの形成を理念に交流人口の増大による若者、フ

ァミリー層の定住により、にぎわうまちづくりを目指しています。本町では、

平成１７年度からバスを試行運行し、現在までこども園の通園、小学校の通学、

高齢者を初めとする住民の買い物、医療機関への通院利用など、住民に広く利

用されております。公共交通空白地の解消に加えて、観光拠点や町中心部の公

共施設、また大型施設等を結ぶことにより、新しい人々の流れを創出すること

を目的に行政の民間企業と連携し、町内外の平群町の魅力を効果的にＰＲして

まいりたいというふうに考えており、これらを継続していくことで地方創生を

推進していく事業であると考えております。本町のハブ駅を平群駅周辺整備と

国道バイパスの商業店舗のにぎわいなどを 合わせた公共交通を 構築すること

で、にぎわうまちづくりを推進するということも含め、若者、ファミリー層が

定着しやすいまちづくりを構築してまいります。また、関連事業として平群駅

周辺の活力とにぎわいのための公共交通の整備事業もあわせて、このような趣

旨のもとで、地方創生推進交付金の事業申請を行いたいというふうに考えてお

ります。  

 続きまして、４点目でございます。熊本県長洲町の「きんぎょタクシー」に

ついて調査をさせていただきたいというふうに思います。  

 長洲町は、熊本県の西北部に位置し、有明海に面した温暖な気候の町であり

ます。面積は１９．４４平方キロ、県では２番目に小さく、縦が４キロ、横が
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５キロ、人口約１万６，０００人、世帯数が６，９７２世帯、高齢化率が３２．

４％の町であります。また、町の端から端まで約２０分もかからない町の狭さ

に加え、そのほとんどが平野部の町であるということであります。  

 長洲町の予約乗合タクシーの「きんぎょタクシー」の運行に至った経緯であ

りますが、町内の民間バス４路線のうち温泉や憩いの場がある町内施設を起点

に運行する健康福祉センター環状線、それから地域の中核となっている隣市の

病院に経由する長洲・荒尾環状線の利用者が年間３万人の利用があったという

ことであります。この２路線も８，０００人まで落ち込み、民間バスの運行欠

損に対する補助金、年間１，８００万ほど町のほうで支払っており、この２路

線の運行がその中の１，５００万を占めている状況であったということもあり、

その町内循環バスを廃止し、デマンド型の公共交通を導入されたということで

ございます。平成２３年１０月から予約制の乗合タクシーの運行を実施されて

おられます。利用者は登録制で町民の約２倍に当たる３，０００人が現在登録

されており、また運転免許証を自主返納した６５歳以上の方には、料金が半年

間無料になるサービスもされておられます。  

 その中の概要でありますが、利用者は長洲町内で事前登録すれば、町内外ど

なたでも利用できます。料金については町内の利用が２００円、これはデマン

ドバスが町外の病院のほうへ行っているということでございますので、その町

外を利用する場合は４００円ということになります。それから、予約受け付け

の期限は朝８時台から前日、その他は３０分前に、運行日は平日のみの運行、

年末年始は運休するということです。運行時間は１日９便、これは朝８時台か

ら午後４時台を運行すると。１時間に１本、予約があった場合のみ運行される

ということであります。運行台数は１０人乗りジャンボタクシーを現在３台で

運行されているということであります。１便当たりの運行時間が１時間以内と

設定しており、乗り合いなど運行時間が１時間を超えるということが予想され

る場合は、予約を基本的には受け付けしないというシステムをとっておられま

して、このため乗り合い率を高くしようとするところでのことだと思いますが、

乗り合い率が高い１回当たり３．４人となっています。ちなみに乗り合い率は

平群町は１．３人ということでございます。  

 町の面積は比較的狭く、平坦な地形であり、道路も多いことから１時間以内

で全て送迎が可能であるというような町であるということであります。それか

ら、委託会社が町内にもあって、町内に持ち込みや購入費用、車両にかかる経

費も含め、１日当たり約２万円でジャンボタクシーを借り入れられているとい

うことであります。  

 これがいろいろ私たちのほうも調べましたところですね、例えばジャンボタ
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クシー１台を平群町が借り上げるとするならば、約４万８，０００円程度必要

になるということで、これはタクシー会社の見積もりでございますが、そうい

ったこともあわせて御報告をさせていただきます。  

 また、予約の受け付けや決算書類等の整備については、長洲町が行っておら

れるということであります。利用者については、平成２３年度の運行開始当初

には年間５，６００人の利用であったのが、平成２８年度末の予測値は１万８，

０００人と見込んでおられます。  

 次に、運行にかかる経費についてでございますが、３台で１日の借上料が２

万円、これで計算しますと業務委託料が約１，２７０万になります。システム

費用で２５０万、オペレーターなどにかかる費用は町の臨時職員２名を配置し、

約３４０万、合計で年間１，８６０万の経費がかかっております。  

 また、収入については、利用者収入が３８０万、国庫補助金で２５０万、県

からの交付金が２３０万、長洲町の負担が１，０００万程度ということでござ

います。  

 以上、簡単ではございますが、調査報告とさせていただきます。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 まず１点目、現状は中央循環、南北循環ルート並びに南ルートのところです

ね、これについては非常に１万８，２００人、最低需要基準達成は難しいよう

な感じやということを今おっしゃっていただいた。それはそれでよろしいねん。

難しいから次はどうしようという御答弁を次はいただけますか。  

 それとね、皆ちょっとうなずいていたと思うけど、僕、今まで最低需要基準

ばかりお話ししてましたけども、西山間は１万人なんですけども、目標基準と

いうのがありまして、西山間の場合は２６年度で１万５，２００人なんです。

それと、南北ルート並びに南ルートは何と３万５，４００人が目標基準なんで

すよ。それから思ったら大変かけ離れた数字でございますので、これは２３年

度の町コミュニティバスの事業評価の方法ということでつくられたものなんで

すけども、大変なときでございます。１点目については１万８，２００人、最

低需要基準を切った場合、今後どういうふうにするという御答弁をひとつお願

いしたい。  

 ２番目につきましては、２７年度は１０日間の無料乗車の日やったのに、２

８年度については１５日された。それがどのように今御答弁されたか、ちょっ

と書いていたら、「広く住民に知ってもらう」「よりコミバスに親しんでいただ

くために５日間多くとりました」、このコミバスは平成１７年度から運行してい
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るということは、もう１２年たつんですよ。私にとったら、そのような答弁は

失礼です。詭弁としかとれない。というのは、５日間をふやし、ましていつも

なら７月と１２月にされているはずを、２８年度は２月にもってきはった。と

いうことは、最低需要基準の１万８，２００人を切るという想定のもとで１０

日間ということで、２月に設置されたというふうな想定しかありません。課長、

それ、僕は詭弁のようにとってますねで。「広く住民にバスを親しんでもらうた

めに５日間ようけとりました」という御答弁はね。例年なら１０日のやつを１

５日にしたと。それについては、私はそれは詭弁だと思っている。実質、本音

としては、最低需要基準を達成するがゆえの苦肉の策で、２月は１０日にされ

たん違いますかという想定をしてますねけど、違うかったら違うと言うてくだ

さいよ。これは想定ですから。  

 次に、３番目、僕の質問はどない言うてるか。質問の回答になっておりませ

ん。というのは、僕はこう言うてんねん。質問は、推進交付金の目的で僕は「コ

ミバスとデマンドの併用運行事業こそ、先駆性を有する地方創生推進交付金事

業申請に合致していると思いますが、どのような御見解をお持ちですか」と、

こう聞いてんねん。その御答弁をされていなかったので、再度よろしくお願い

したい。  

 ４番目について、長洲町をいろいろ勉強していただきまして、本当にありが

とうございます。そこでお聞きします。何という課長とお会いしていただいて、

いついっかそこへ行っていただいたか御答弁願えますか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 まず再質問の１点目の南北循環で最低需要基準の１万８，２００、目標基準

でいいますと、議員お述べの３万５，４００人というふうに連携計画ではなっ

ております。これは再三、議員のほうからも幾度かにわたって一般質問もいた

だいておるところでございます。これにつきましては、１万８，２００人の最

低需要基準を２年連続達成していないというのが、去年達成しても、ことしは

達成していないということで、それによりますと新たな連携計画の構築もあわ

せてしていくというふうに連携計画ではなっております。それにつきましては、

本町といたしましてはコミバスの運行については当然、連携計画に沿った形で

していくということが必要でありますが、区画整理事業もバイパスの沿道も含

めて、沿道沿いの町の様子が変わってきている。そのために、これは言いわけ

になるかもわかりませんが、今回のダイヤ改正も、そのような町の様子に合わ

せてダイヤ改正やルート改正、あるいは量販店にバス停を設置して買い物も含
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めて、にぎわいのある公共交通にしていきたいという、ひとつの我々の努力に

よって、何とか今現在やっているところでございます。連携計画でいえば、議

員お述べのとおりですが、町としては公共交通にかかるコミュニティバスを続

けていきたい。町の様子と合わせて改正をしながら、何とか平群町の公共交通

に寄与していきたいなというふうに考えておりますので、これは回答になって

いるかどうかは別といたしましても、町の思いとしてはそういうことでご回答

させていただきます。  

 それから、２番目の５日間も延長した理由ということでございます。  

 今回、特に５日間を延長させていただきました。一つには、広く住民に知っ

ていただくということで、あわせて無料ということになれば乗車も多くなると

いうことも、それは頭の中にはもちろんございます。あわせてですね、特に４

月からルート、あるいは停留所をふやしていっておりますので、４月３日から

の新たなルートも含めて、できるだけバイパス沿いに集約できるように、その

周知も含めて、特に宣伝はしておりませんが、親しんでいただくということで

５日間延長させていただいたということです。これも議員が想定される回答に

なっているかどうかわかりませんが、そういう思いもあってですね、５日間延

長させていただいたということで御理解いただきたいと思います。  

 それから、３番目の交付金の申請理由の中に、コミバスとデマンドを併用し

たまちづくりで申請してはどうかという意見であると思います。それにつきま

しては、基本的にデマンド型の乗合タクシーというのは、町長も前回の議員の

一般質問でも答弁をされておりますように、今のところ、平群町としてはそこ

はちょっと困難ということで、デマンドと併用した公共交通の構築というとこ

ろでは交付金の申請は今回見送っているということで御答弁させていただきま

す。  

 それから、４番目の長洲町で誰と会ったのかということで、熊本県長洲町は

遠いわけでございますので、職員が旅費を使ってということで、そこは検討し

たんですが、なかなか遠いということで、本町のほうでコンサル業者がおりま

すので、全国ネットの業者でございます。熊本のほうにも支店があればという

ことも含めてですね、業者のほうに依頼をして直接向こうの担当者と聞きに行

ってもらった内容が答弁させてもらった内容であるということで、ご回答させ

ていただきます。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  
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 １点目の話ですけど、あんまり長々言いませんけどもね、課長、これ、わか

ってますねん。２年連続最低基準に達していなかったら廃止または代替手法を

するということ。そしたら、そこまでおっしゃるんやったらね、あなた、２３

年、２４年、２年連続最低基準達成してなかったんですよ。２５年、２６年度、

これも最低需要基準を達してないんですよ。それやのに、ようぬけぬけと今私

にそれを答弁されますね。情けないわ、俺、正直なこと言うて。しんどかった

んやろうと思うわ。そのときね、何でそのとおり２回も連続やったらね、あな

たの物の言い方を聞いたらね、今回はまだ１回だけですやんかと。２８年度は

ちょっと難しいやろうと。２９年度はわかりまへんでというふうに見せたお話

のように聞こえるねん。今回はよろしいけど、あと１年余裕がありますやん。

そしたら、その前の２３、２４、２５、２６、どうやのこれ、基準どおりやっ

てないやん、自分らが決めた連携計画どおりやってないやんということを、あ

えてもう指摘はしませんけど、これ以上ね。  

 せやから、きょうは目標数値も基準も言うたのは、一定ね、大変ですよとい

うことを一部言いたかったわけ、そういう認識は認識で知っておられると思う

けどな。苦しい御答弁をされているなというふうに認識をするんやから、それ

以上については、今度またルート変更並びにダイヤの変更とかいうことで、沿

道沿いのかんぽとかイオンビッグさんですか、また路線をそっちに乗り入れる

とかいろんなことをやっていただく、それはそれでよろしいやん。けれどもね、

僕が言うてるのは、コミバスを廃止せいと一切言うてないよ、今は。ずっとこ

の間から言うてきてるのは、言うてない。それを一つ認識して、１点目はこれ

で結構です。  

 ２点目については、要するに無料云々とかよう言うてはって、それによって

ふえますと。ふえないねや、データを調べはったらええと思うわ。２６年度と

２７年度、これ各５日間ね。２７、２８年度、これを見たら８００人ふえてる。

今度やったら、その前の２７と２８と見たら、４００人しかふえてないんちゃ

う。ということは、１５日間無料の日をして４００人、１０日して８００人、

ということはその現象をどう思う。無料にしても成果はそんなに上がってこな

かったということを立証してるわけやけど、それはそれとして認識していただ

きたいなと。やっぱりここへ私が質問を出している以上は、そこら辺までちゃ

んと把握していただきたいなと、今後はね。それはそれでよろしいです。それ

とね、それ以上この件については、２番目についても、御答弁を求めません。

答弁があったら言うてくださいや、２番目についてね。  

 次、３番目、僕の質問については、コミバスとデマンドについて推進交付金

の申請をされたらどうですかと、その見解はと言うたんやけど、今回はデマン
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ドだけのもんをとらはってんから、それはそれで結構やけど、その答弁を最初

にしてほしかったということでございます。  

 次、４点目、今、変わったことを言わはったな。コンサルに頼んだって、そ

れはそんでよろしい。これ、無料でっか、有料でっか、どっちでっか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 ４番目の長洲町への聞き取り調査ということで、旅費程度でございますが、

４万から５万ぐらい公共交通会議でも支出しているというふうに伺っていま

す。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 町じゃなしに地域公共交通会議のほうの２００万の予算の中から支出したと

いうことをおっしゃってる、それはそれで。  

 そうならば、町長、ちょっとお聞きしますけどね、町長が御答弁いただいた

んや。やっぱり現地へ行っていろんな人の御意見、住民の意見も聞き、１泊２

日でコンサルに依頼するって、そんなことじゃなしに真剣にデマンドタクシー

のいろいろなことを調査研究と、町長が明言していただいたんやから、今年度

とは言いません。２９年度、これ担当課、ちょっと現地へ行って調査研究して

いただく意思はありますか、どうですか。  

○議  長  

 総務防災課長。  

○総務防災課長  

 非常に遠いということもございまして、これはうちのほうから電話で長洲町

の担当者に電話で聞き取りも含めての調査ということで、改めて御答弁させて

いただきたいんですが、電話で対応と、今はインターネットの時代ですので、

そういうふうなことの対応でさせていただいております。本来は目で見てどう

いうふうに利用されている方の意見も聞くというのが本心かというふうに思い

ますが、何分遠いということもございまして、今の時代のインターネットも活

用し、向こうの現地の方と接しながら、今後調査をできればなというふうに思

っております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本君。  
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○１２番  

 インターネットを利用して調べ物をすることと、それは町長の姿勢でんな。

町の姿勢ですわ、はっきりいうて。そしたら、議会議員が奈義町へこの間、行

ったな、日帰りやったけど。何であれもインターネットで調べようと思ったら、

このたびのことでも何ぼでも調べられる。けれども、現地へ行って担当課にい

ろいろな現地の話を聞いて初めていろんなことがわかるねん。デマンドなんて

利用者に聞かなあかん。「町の宝物」という、これは官報に載ったから私は言う

てんねんで。官報に載っててんで、これ。せやから、僕は十分財政が厳しいか

らそういうことをおっしゃって、ならばならんで結構ですよ。熱意があるのか

ないのか。私は何が言いたかったかって、町長が明言された以上、身をもって

検証されるもんやと私は確信してました。電話とかコンサルに依頼、私は失望

したよ、正直な話。３５％以上超えた平群町の高齢化率、まちづくりはどない

すんねんと。そんなね、私もそのぐらいはインターネットで調べています、あ

なたが御答弁いただいたぐらいは。それは全部とは言いませんよ。  

 そこでね、町長、ちょっと担当者がそこへ行って１泊２日でも結構です。日

帰りはちょっと無理です。１泊２日でそこへ研修へ行ってもらうというふうに、

私は町長に申し出をしたいけど、町長の御答弁はどうですか。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 御指摘のように、本来は職員が出向きましてね、現地の職員の方、そしてま

た利用者の方の意見を聞き、タクシーの状況、町の状況を直接目で見、肌で感

じるような調査が必要であったかなとは思います。しかし、費用の問題もござ

いまして、結果といたしまして、現在、委託しております公共交通のコンサル

に任せたということで、足らずにつきましては、電話で補強の取材をしたとい

うことでございますので、今回の調査については議員の御期待には応えられま

せんでしたけど、一定の調査の成果は上げられたというふうに思っております。 

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 また今後、職員を一遍、現地へ行かすという気持ちはないということでとっ

てよろしいですか。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  
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 この成果をよく検証いたしまして、再びここへ行って検証する必要があると

判断されるならば、そういうことも選択肢にございますけども、今の現在の状

況でございますと、非常にそれは難しいかなというふうに思っております。  

○議  長  

 馬本君。  

○１２番  

 わかりました。町長がそうおっしゃるんやったら、それで結構なんですよ。

私は実費で行ってきます、ここで明言していきますわ。これ、インターネット

で映ってんねや、町長、私は実費で行ってきます。飛行機なんか乗ったらすぐ

や。町長の言葉ね、重みというのはそんなもんかなと思って、私は残念に思っ

てんねん。１２月議会で町長自身が調査研究するとおっしゃったんやから、ま

してや職員が行って現地で調査したというふうに私は認識してたんや。そうな

らば、この間、公共交通会議特別委員会があったな、何でそのときには報告も

せんかったん。それはそんでええわ、構わへんわ、もう済んだことやから。先

月の８日かな、たしかそんなんあったな。それはそれでよろしい、町長、私が

行ってきます。  

 ということはね、この話は６月もまたしますよ。これは私個人のね、はっき

り言います、政治家の人間という意地でやってん違います。「馬本さん、デマン

ドタクシーどうなってますの」と住民はおっしゃいますよ、私に。えらいすみ

ません、もうちょっと待ってください、コミバスとデマンドと私は併用して、

お年寄りの高低差のあるところを解消するためにもとか言うていろいろ話をし

ています。しばしお待ちくださいと言うてお話をしています。けれども、私は

１２月に町長みずから御答弁いただいたので、非常に感謝をしていました。け

れども、インターネットを使うて調べたとか、そんなもんで町長、本当の政策

というのは現地へ行かな、絶対政策はわからへんと私は認識しますので、一議

員として私は６月までに視察へ行ってきます。自分の実費を使うて行きます。

これはとやかく言われる筋合いはない。そのかわり、住民のために公共交通の

デマンド併用のバス並びにデマンドタクシーが運行するまで、この質問は定例

議会ごとに私が議員である以上、質問を続けますというファイトが湧きました

ので、それだけは明言しておきます。  

 以上です。これで一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、馬本君の一般質問をこれで終わります。２時４５分まで休憩いた

します。  

（ブー）  
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休    憩  （午後  ２時３２分）  

 

再    開  （午後  ２時４５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号５番、議席番号６番、植田君の質問を許可いたします。植田君。  

○６  番  

 それでは、私のほうから大きく２点について質問させていただきます。  

 １点目は、就学援助の入学準備金拡充と入学前の支給をということでござい

ます。  

 国の１７年度予算案で、要保護世帯の就学援助費の新入学児童・生徒への入

学準備金国庫補助単価が２倍、小学校で２万４７０円から４万６００円に、中

学校では２万３，５５０円から４万７，４００円に引き上げられました。これ

は新入学時のランドセルや、あるいは制服などにかかる費用と、それまでの就

学援助費の入学準備金が大きく乖離していることから、その引き上げが求めら

れていた問題です。これに伴い、要保護世帯に準ずる経済的に困難な世帯であ

る準要保護の世帯に対しても、同様の対応が必要かと思います。  

 奈良県でも、この単価の引き上げを県下の自治体がどのように対応をされる

のかということで調査されました。そういう中で、現在、国単価への約２倍へ

の引き上げを決定されたのは、奈良市、橿原市、山添村、三郷町、斑鳩町、川

西町、三宅町、田原本町、曽爾村、高取町、川上村、東吉野村の１２市町村で

ございます。それ以外にも、上北山村と黒滝村でも国の基準まではいきません

が、それに近いところまで引き上げるということを決めたというふうな状況が

ございます。  

 そういう中で、平群町はこの県の資料によりますと検討中ということになっ

ておるんですけれども、ぜひとも平群町でもせっかく国の単価が上がったわけ

ですから、やはり今の単価では、私もそう思いますが、入学準備をするには余

りにも乖離している状況がありますので、ぜひ国の単価の引き上げに合わせて

平群町でも引き上げをされるべきだというふうに思いますが、行政としてどの

ようにお考えか、お聞きをしたいと思います。  

 もう１点は、昨年の１２月議会でも質問いたしましたが、入学準備金の支給

時期を入学前支給に改善を求める問題です。  
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 子どもの貧困対策が求められている中、全国的にも入学前支給も広がってい

ます。少し古いですが、２月８日付の朝日新聞では全国で約８０の市区町村が

入学前支給に踏み切るということが報道されていました。広域７町の中でも上

牧町、河合町、王寺町がこの３月支給を開始しています。そして、三郷町は来

年から３月支給にすると。奈良市も新中学１年生については３月支給をすると。

そして、新小学１年生については２９年度のみ４月支給で、３０年度からは中

学校と同じく前年度の３月支給に改善するということをお聞きしています。そ

ういう意味では、私は入学準備金、やっぱり平群でも必要な時期にきちっと必

要な人たちに届けられる、これが基本だと思いますし、この制度の趣旨からい

っても、やはり準備金ですから準備の時期に渡すというのが基本ですので、そ

のような対応ができるよう平群町としても改善を求めたいと思います。  

 大きく２点目の問題です。  

 これまで毎議会のように取り上げてまいった問題ですが、６歳までに私は眼

科医による検診によって目の異常の早期発見、早期治療を開始しないと生涯に

わたる両眼視機能（両方で見る目の機能）の獲得は大変困難になることから、

眼科医による４・５歳児での検診を求めてまいりました。町長は、１２月議会

でも「有効性は認識しているが、まずは啓発を優先していきたい」、また私がこ

れぐらいの費用でできるんではないかと質問しましたら、３０万円と言ったん

ですが、それに対しても「３０万円程度では検診はとてもできないと思ってい

る」と、このような答弁をされています。しかし、実際に２７年度決算の眼科

医校医報酬を見ますと、平群小学校で１０万２，１３０円、平群北小学校で８

万５，３７２円、平群南小で６万２，１４６円、合計２４万９，６４８円でご

ざいます。これが２７年度眼科医の先生に支払ったお金だということですね。

これは１年生と４年生全員、それからその他の学年で検査の必要があるという

子どもたちも含めての金額がこれだけなので、１年生と４年生はほぼ同じ人数

とざっくり計算すると約半分、費用的には１２万５，０００円という形になり

ます。そういう意味では、１２万５，０００円で子どもたちの将来、しっかり

とした両眼視機能がちゃんと獲得できるための検診というのは、私は必要だと

思いますので、４歳ないし５歳児のところでやっていただきたい。これも１２

月議会でも言いましたが、平群町は子育て支援ナンバーワン宣言を行っている

わけですから、それに見合う対応を求めたいというふうに思います。  

 そこでまず、こども園の４歳ないし５歳児を対象に、眼科医による検診をス

タートさせてはどうかということを求めたいと思います。それとあわせて、３

歳半の健診、ここでは保護者に視力をはかってもらって、家でやってきてもら

って健診を受けるという形になっております。私はそうではなくて、全ての子
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どもたちに３歳児半の健診のとき保健師あるいは看護師による検査をしていた

だきたいと。家でやるというのは、親御さんはそういう医療的なものにも、ま

あいうたら素人でありますし、また子どもが親の顔色を見てなかなかうまくで

きないというのもあります。そういうことでいえば、家では練習をするという

形で、そして３歳半の健診時にきちっと保健師ないし看護師など医療的に知識

のある方たちによって、目の検査をしていただきたいと思います。そういう意

味では、３歳半健診でのそういう体制の改善を図っていただきたいと思うんで

すが、この点についてはどうでしょうか。  

 以上、大きく２点にわたって質問させていただきました。明快な御答弁をよ

ろしくお願いいたします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 それでは、１項目めの就学援助の入学準備金拡充と入学前の支給に関する御

質問にお答えします。  

 就学援助の支給額や支給時期につきましては、各市町村が統一されたもので

はなく、市町村の状況に合わせて実施されております。平成２９年度に入学準

備金を拡充することを検討している県内の市町村につきましては、地教委のほ

うでは現在１１市町村というふうに、先ほど議員のほうからは１２市町村とい

うふうにおっしゃられましたけども、私どものほうで確認しているのは１１市

町村と。入学前支給を従来の６月より前倒しで支給することを検討している市

町村は、県下では９市町村があるというふうに聞き及んでおります。  

 教育委員会としましては、保護者に対して児童・生徒が入学する前に新入学

児童生徒学用品費の支給をすることができる機会を設けることができるという

ことにつきましては、保護者負担の軽減になると同時に、就学援助の目的であ

る義務教育の円滑な実施について充実化されるものというふうに考えておりま

す。ただ、入学前に支給することに対しましては、２８年１２月議会での答弁

でも申し上げましたとおり、直近での家庭の経済状況を基準とする前年所得で

審査を行うのではなく、前々年の所得で審査を行うことにつきましては、保護

者の生活実態に沿わない審査結果になることも予想されます。また、入学準備

金を要保護世帯基準に拡充することにつきましては、町単独の部分になってき

ますので、町の財政負担が増加するということになりますので、実施につきま

しては、財政担当課とも十分な協議を行った上、奈良県下の状況も十分調査し

ながら、引き続き検討課題とさせていただきたいと思っておりますので、御理

解願いたいと思います。  
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○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 私が１２と申し上げたのは、奈良市が今開かれている議会中にそういう答弁

をされたということで、県が調査された段階ではまだ検討中だったということ

で、それで課長が言われた１１から、私が言ったのは１２、一つふえたのはそ

ういうことだというふうに思うんですね。  

 前年度の３月に支給をするというのが、今最初に言いましたように、４市町

ございます。それと４月、５月に支給をするという平群よりかは、かなり二、

三カ月早いとは思うんですが、そこを入れて９だと思うんですね。それが田原

本、黒滝、天川、上北山、東吉野村かな、ここが４月、５月ということで、平

群町よりかは、かなり早く支給されるということなんですね。課長のほうから

も検討していきたい。所得を見るのに直近の所得を見たいということなんです

けれども、奈良市が今回、額もそれから計画の支給時期についても、どういう

形で決めたのかというのをちょっとお聞きしましたら、基本的には支給時期に

ついては、入学準備金に限っては入学準備ということだから、この制度の趣旨

からのっとったら、それについては前々年度の所得を見て行うと。その他の部

分については、直近の所得なんですけれども、そういう意味では入学準備金に

限って、前々年度の所得を見て行うということで対処するということだったん

ですね。だから、平群もそういう考え方に立っていただくことも可能だという

ふうに思うんです。この制度自身の本来の趣旨、それから必要性、入学前に準

備をするための費用ですから、それをどう支給していくのかということでは、

その部分に限ってでも前々年度の所得で見ていくということが、この制度を少

なくとも、意味ある制度として使えるんではないかなというふうに思います。  

 単価の引き上げについてはね、これもお金が確かに要ることです。ただ、こ

れまで平群町は、要保護と同じように準要保護についても対応をしてこられま

した。このことは私は非常に評価をしたいと思うんです。そういう中で、県下

でいけば３９市町村あるんですけども、制度自体をやっていないところも１村

ありますので、今回、単価の引き上げを国並みにするというところは、全体の

３６．８％が国の基準に引き上げるということを決めているんですね。これは

小学校です。中学校の場合は、また中学校自体の制度を持っていないという問

題もありますので、中学校でも２７．８、国基準までいかなくても、それに近

い引き上げをしているところを含めれば３３％が今回の子どもの貧困対策の一

つとして、この就学援助の入学準備金についての引き上げを行うということを

決めておられるわけです。  
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 そういう中で、平群町の場合、引き上げた場合どれぐらいのお金が要るのか

ということをちょっと試算してみましたら、これは２９年度の準要保護の申込

者の見込み数というのを出していただきました。そういう中でいけば、小学校

で１年生に今年度上がられる方で準要保護として見込まれる人数が１７人、こ

こに引き上げの分の単価を掛けますと３４万２，０００円ほどです。中学校１

年生、ここも今年度は同じく１７名がその対象であるという見込みをされてい

て、これで４０万５，０００円ほどです。両方足せば７４万７，０００円、７

５万弱ですね。このお金でいわば安心して小中学校に入学できる準備ができる

という状況があるわけなんですね。これはぜひ平群町としてもやっていただき

たいというふうに思います。  

 最初にも申しましたように、ネットの中で開けたらぱっと出てきますわ、子

育て支援ナンバーワン宣言と。やってるんですと言うんやったら、やってるん

ですに見合うような各種の施策も必要ですし、これはまさに子どもの貧困が大

きな社会問題になっていることですから、その点からもぜひこれは進めて拡充

をしていただきたいというふうに思います。今、平群町でもこの貧困対策をど

うしていくのかということで、平群町子ども未来応援計画というのが、この４

月からスタートします。今策定を、私もその委員の１人なんですけれども、こ

れが５年間でスタートするわけですね。ここにもやっぱり子どもの貧困問題を

どう解決していくのかということでの具体的な施策というのがちょっと見れて

いないんですけれども、こういうことも町として進めていくわけですから、ぜ

ひここは拡充をする、あるいは３月支給ができるように、先ほど言いましたよ

うに、入学準備金だけでも前々年度の所得で対応するというふうに改善を求め

たいと思うんですが、それについて再度、御答弁いただけますか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 改めて答弁をということです。今、議員がるるおっしゃられたとおりだとい

うふうに思います。奈良市の例も含めてありました。当然、教育委員会としま

しても、社会的背景とか、それから子どもの学習権の保障という意味におきま

しては、日本国憲法や教育基本法、学校教育法等々でしっかりうたわれていま

す。また、平成２５年には今もおっしゃいましたように、子どもの貧困対策の

推進に関する法律ができて、これを社会問題としてきちっと国全体で取り組ん

でいくというふうになっています。  

 また、これも先ほどおっしゃられましたけども、今現在、福祉課が中心にな

って平群町子どもの未来応援計画の策定に向けて協議されています。この中で
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も、やはり子どもの貧困の実態を踏まえて対策を推進していくというふうな流

れになっております。そういったことを考えていますと、先ほどのお話にもあ

りましたけども、入学支度金につきましては、制度の趣旨もそうですし、そう

いった本制度の趣旨と格差社会の広がりがもたらす貧困児童の問題が顕著化す

る日本社会の現状を見て、今後判断するということになってきますと、おのず

と議員おっしゃるようなことが方向性としてあるというふうに思います。ただ、

今すぐに断言できないということで、そういう方向性を持っていくというふう

に思っておりますので、改めまして先ほど申し上げましたように、県下の状況

も十分調査した上で、引き続き検討させていただきたいというふうに思います。 

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 引き続き検討ということですけれども、どれぐらいをめどに考えておられる

のか一つ、それと町長にもこの点について、町長としてどのようなお考えを持

っておられるのかということです。  

 最初にも紹介しましたが、少なくとも近隣の町村の中では、三郷町は３月支

給もするし単価も引き上げると、両方やるというふうなことがいただいた資料

の中ではわかるんですが、少なくともどちらかをちゃんとやるということは明

言されているような状況があるんですね、今の段階で。町長としては、この問

題をどのように捉えておられるのか、ある意味、町長の政策的判断も、お金の

要る部分もあるんですけれども、町長が言われているような子育て支援ナンバ

ーワン宣言をされているのであれば、当然そういう対策というのは、貧困の今

回の計画も今策定中ですけれども、あわせて必要だと思うんですが、町長のお

考えも聞いておきたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 時期的にはいつをめどにというふうなお話がありましたけども、これにつき

ましては、先ほども申し上げたことの繰り返しになりますけども、未来応援計

画ができ上がってくると思います。それに基づいて考えていくというふうにな

りますので、いつとは断言できませんけども、早い段階で結論を出していきた

いというふうに思います。  

 それから、内容につきましては、これもおっしゃっておられましたが、三郷

町の例を出しておられましたけども、私も三郷町の方法というか、あの考え方

が参考になるのではないかなというふうには思っています。  
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○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 平群町におきましても、子育て支援が非常に重要な課題かなということで、

さまざまな子育て支援策を実施しているところでございます。子育て支援ナン

バーワン宣言もさせていただいておりますが、各施策全てにわたって平群町が

ナンバーワンになるということは町政全般を見渡す中で、やはり継続と持続可

能な町民サービスを今後維持していくということが、少子・高齢化の中で非常

に難しい状況になってきております。したがいまして、子育て支援ナンバーワ

ン宣言をしたからといいまして、全ての項目にわたってナンバーワンを維持し

なければならないということでもないのかなと。平群町の子育て支援は、ただ

単にそういった援助資金を支給することだけが子育て支援ナンバーワンである

とは言い切れない部分もあろうかと思います。出産前後の母子の心のケアとか、

さまざまな問題もあるわけでございます。児童虐待の支援体制とか、さまざま

な部門でハード相当の支援策を平群町は行っているわけでございます。そうい

うこともございますので、ここの入学準備金の拡充の問題につきましては、御

答弁申し上げておりますように、近隣の状況もよく把握しながらですね、研究

をしてまいりたいと思っておりますので、そのような答弁でよろしくお願い申

し上げたいと思っております。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 私は子育てにはある程度お金がかかると。子育て支援をしようと思えば、お

金はかかってくるというのは当然だと思います。その額はどうなのか、どこま

でできるのかというのはあるとは思うんですけれども、やっぱり子育て支援を

しようと思えば、一定のお金はかかるんだということは言っておきたいと思い

ます。  

 それでね、近隣の状況と言いましたけど、先ほど言いましたように、県下で

３６％が入学準備金の単価を引き上げるというふうに言っているわけですか

ら、当然これ平群町もやっていくということが私は少なくとも、子育て支援ナ

ンバーワン宣言をした町が最低限やることではないかなというふうには思って

います。  

 それと、できるだけ早い時期に課長のほうから近隣の状況も調べながら、早

い段階で決めていきたい、どうするかというの出していきたいということなん

ですけれども、準備金も含めて大体７月から８月ぐらいに出してきたわけでし
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ょう、１学期分は。この支給をする前までに単価の引き上げなんかはどうする

かということは決めていかれるというふうに解釈してよろしいですか。それと、

支給時期についても、私はできるだけ７月、８月、少しでも前倒しをして支給

をすべきだというふうに思っているんですけども、そこら辺のお考えは再度お

聞きしておきたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 支給時期につきましては、前年所得の所得調べをしてということをやってい

ます。少しでも１カ月でも２カ月でも事務的に可能な範囲で、前倒しで支給で

きるように、それはやる努力はしていきたいというふうに思っています。ただ、

今年度からというのは、もう３月ですので、来年度に向けては前向きに考えて、

財政部局とも検討していきたいと思っています。特に支給額の拡大につきまし

ては、至急に当局とも相談して、２９年度の補正が適当なのかどうかにつきま

しても、何遍も繰り返しで申しわけありませんけども、協議してまいりたいと

いうふうに思っていますので検討させてください。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 拡充については、補正も含めて検討していきたいということで、それはそれ

で、ぜひその方向で行政側もですね、きっちりとこの部分については子育て支

援ということの立場でも大きいですので、ぜひこれはお願いしておきたいと思

います。  

 それと、ごめんなさい、入学準備金の所得の見方、いつの時期で所得を見る

のかというところについては、私が先ほど提案させてもらったように、これだ

けでも前々年度の所得で見ると。準備金という制度の支給項目の意味合いから

すればですね、間に合うようにそれだけでも前々年度で見るということについ

ての検討も、当然一緒にしていただけるんでしょうか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 ちょっと質問の趣旨の理解が不十分かもわからないですけども、時期につき

ましては、先ほども申し上げましたように、これから入学していくのにお金が

必要ということなので、制度趣旨からすれば、当然入学前にということは十分

考えられますので、それも協議検討の中で視野に入れますけども、そこらも含
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めて検討させていただきたいというふうに思います。これにつきましては、特

に財政面で負担がふえるというふうなことでもございませんので。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 今、課長のほうから支給時期の問題については、それも含めて検討したいと

いうことですので、ぜひその制度が本当に生かされる、喜ばれる制度として運

用できるように改善を求めたいというふうに思います。できるだけ早く決定も

していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

この件については以上で結構です。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 すみません、それでは２項目めの子どもの目の健康を守る体制を、こども園

からでも進めてはというふうな趣旨の内容だったと思います。御質問にお答え

させていただきます。  

 本検診の目的と意義につきましては、伝染性の眼科疾患、その他の眼科疾患、

まつ毛、結膜、角膜、斜視、視力の異常の有無を検査して、早期に異常の発見

をし、未然に疾患を予防することにあるというふうに思います。この御提案の

趣旨につきましては、理解しているところです。  

 ただ、こども園で実施するということになりますと、何点かの課題もありま

すので、これらのクリアが必要というふうに考えています。具体的には、予算

の問題、それから検診当日、お休みの園児に対する対応、さらに園児以外の子

どもも対象となりますと同日に行うのでありましたら、園児ではないため保護

者の同伴が必要になってくるとか在園児との混乱が起こる、また園の介護職に

つきましては、在園児を優先に考えますので、保育中でのケア等で不在になっ

たりとかいうふうな可能性もあり、拘束の保障ができないというふうなこと。

さらには、検診する部屋の確保問題、検査後の管理の問題等々、こういった課

題をクリアしなければならないと思っております。  

 現在、平群町のはさなと、ゆめさとの両園には、専従の保健師並びに看護師

を常駐させ、子どもの健康管理に努めており、視力障害の管理につきましても、

４・５歳児を対象に視力、斜視の測定や、その他の異常につきましても、専門

の看護職を中心に日常的に監視しており、異常を発見したら園児の健康手帳に

記載し、保護者への連絡並びに医療機関への対応の相談等々を行っております。

こうした対応を徹底することで、園児の健康管理に引き続き留意してまいりた
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いと考えますので、御理解お願いします。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 植田議員、２点目の子どもの眼科検診の充実をについての３歳６カ月健診に

ついての御回答をさせていただきます。  

 ３歳６カ月健診につきましては、奈良県医療政策部より出されている乳幼児

健康診査マニュアルに沿って、年３回実施しています。そのマニュアルには、

視力検査を保護者が行い、０．５の視標が２．５メートル離れた地点から両目、

右目、左目のいずれかが一つでも目視できない、または検査ができない場合に

は、当日の健診時に視力検査を実施することになっております。家庭での検査

に対して検査不能の子どもや子どもの目に対して保護者に不安があるときは、

健診時に保健師による検査を実施しております。そのマニュアルにも、「検査だ

けではわからないことも多いため、子どもの普段の様子を見ることも重要」と

あります。  

 近年、携帯やスマートフォンのアプリを使って動画やゲームを小さな子ども

の時期から頻回に使わせている家庭があり、スマホ近視やスマホ育児などと言

われ、社会問題化していきています。繰り返しの答弁になりますが、やはり保

護者が子どもの目についての関心を高めるこ とが最も重要だと考えておりま

す。今後も保護者の皆様に関心を高めていただけるよう、あらゆる機会を通し

て啓発に努めてまいりたいと考えております。  

 なお、３歳６カ月健診時に全ての子どもに対して保健師が目の検査を実施す

るには、１回に平均４０人程度の受診があることから、時間的な制限もあり、

困難であると考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 こども園での実施については、そこに園児でない人たちも来ると想定してと

いうふうな形での課長からの答弁だったかなと思うんですけど、それがええの

かどうかはわかりませんが、私はまずはこども園からスタートしてほしいと。

町内に２こども園、それから北幼稚園でほぼ平群の３歳児以上の子どもたちが

通っているので、４歳児はほとんどその三つの園で通っているような状況にな

るとは思うんです。たまには町外の王寺とかのほうの幼稚園や保育園とかいう

というところもあると思うんですけども、ほぼそこでクリアできると思うんで
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す。そういう意味では、そういうところでまず眼科医の検診をしてほしいと。  

 確かに、理事がおっしゃったように、今、年２回、それぞれの園に常駐して

おられます看護師さんや保健師さんが視力検査をしていただいているのはお聞

きしています。ただ、視力検査だけではわからないという問題があるので、眼

科医の先生であったり、視能訓練士の方のお話を聞くと、ゼロではないんやけ

ど、視力検査だけではやっぱりわかり得ない目の異常というのがあるから、だ

からこそ検診が必要なんだと。それが６歳までに発見できなければ、将来にわ

たって必要な両目での視機能が獲得できないということにつながっていくんだ

ということなんですね。  

 そういう意味では、それを平群町の中では、秋にやってるんやったら、４歳

にこども園の秋の視力検査のときに眼科検診を組み込むとか、あるいはこれは

北幼稚園にも話をしなあかんのかもしれへんけども、やってもらうとかいうこ

とで、とにかく６歳までにはほとんど子どもたちの目のあれは、子どもによっ

ての発達の多少の違いがあると思いますが、一定４歳の秋ぐらいであれば、そ

ういうことも含めてきちっとできると。できるときに眼科医の先生による検診

を組み込んでほしいというふうに思います。そういう意味では、検討してほし

いなと思うんですけれども、さまざまなクリアせなあかん部分があるというの

は、課長のほうからもありましたけども、そこをクリアしてもらって、そうい

う検診体制ができるようにお願いしたいというふうに思います。  

 もう一つ、健康保険課のほうに聞きました３歳半健診の保健師による視力検

査ということです。１回４０人ぐらい来るのでかなり大変なんだということで

すけれども、保健師さんの人数をふやすとか、あるいは３歳半健診をやってい

るのは年３回とおっしゃったかな。それをもう１回ふやしてもらうとか、そう

いうことでの体制もとっていただけないかなというふうに思います。やはり保

健師あるいは看護師という医療的な知識を持った方たちにきちっと視力検査を

してもらうということは、私は非常に大事かなというふうに思っているんです

ね。マニュアルでは家でもええと書いてるんやけど、なかなかそういう知識の

ないお母さんたちがやるというのについては、私は正確性を欠くとまでは言い

ませんが、やはりそういう保健師などの知識を持った方にちゃんとやってもら

うことが、より正確な視力検査も含めて、あるいは異常も含めてわかりやすい

ので、そこはちょっと努力していただきたいなというふうに思うんですが、こ

の点についてはどうでしょうか。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  
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 ただいまの再質問にお答えさせてもらいます。  

 確かに、平群町の場合、年３回ということでございます。これにつきまして

も、私どもの都合で申しわけございませんけども、やっぱりお医者さんの確保

というのが一番のネックになってございます。乳児健診やとか１歳半健診やと

か、それから３歳半健診とか、町内のお医者さんにかなりお世話をしていただ

いております。そのかげんがありまして３回と、僕も少ないと思うんですけど

も、そういうところになってきているのが現状でございます。  

 平群町には小児科のお医者さんは１件でございます。それで、生駒地区医師

会のほうにお願いしてですね、生駒市からも先生に来てもらっているという経

過がございます。その点で、たとえ１回でも回数をふやしていくということは、

今後の検討課題とさせていただきますので、御了解いただきたいと思います。  

○議  長  

 植田君。  

○６  番  

 回数は先生との関係もあって、なかなか難しいので、検討課題ということな

んですけども、町内で医師が確保できない場合は、生駒地区医師会のほうに依

頼をかけて、そこから先生を派遣してもらうと。それでもなかなかオーケーを

もらえない場合もあるのかもしれませんが、そういう努力はしていただきたい

なと。看護師、保健師についても、何かの検診のときには平群町としても臨時

の募集で来てもらっている看護師さん、あるいは保健師さんもいらっしゃるわ

けですから、そういう方たちも活用してですね、ちょっと人数をふやしてもら

って、そういう方たちによる視力検査というのも私は必要ではないかと。その

ときに、もしできるのであればお願いしたいのは、視能訓練士や、あるいは眼

科医の先生方にどういう検診をするのが一番効率的なのかも含めてですね、そ

ういう研修も一定してもらうようなことがあれば、より精度の高いものにつな

っていくのではないかなというふうに思います。  

 これは子どもの将来にとって、目の健康というのは一生つきまとう問題です

ので、それを平群町でどう確保していくのかということでは、これはぜひ今後

とも努力をしていただきたいし、私も引き続きいろんな形で提案をさせていた

だきたいと思います。  

 以上で私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、植田君の一般質問をこれで終わります。  

 ここで説明員が入れかわりますので、しばらくお待ちください。  

 続きまして、発言番号６番、議席番号２番、城内君の質問を許可いたします。
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城内君。  

○２  番  

 お疲れさまです。私もまだ勉強中ですので、あんまり詳しい突っ込みができ

ませんので、時間はかからんと思います。ご辛抱頑張ってください。議長の許

可に従い、質問をさせていただきます。議席番号２番、城内敏之です。  

 介護保険のその後についてお聞きしたいと思っております。  

 ９月議会においての一般質問のときに、介護保険について質問させていただ

きました。介護保険がことし４月から平群町総合事業が導入されることになり、

いろいろ取り沙汰されているからであります。まことに申しわけありませんが、

同じような質問をしてしまうかもしれませんが、町の皆様から聞かれて、私も

疑問に思ったことや、もっともと思えたことの御意見をお伝えしたいと思い、

ここに立たせていただいております。  

 前回、要支援１と２の方が介護保険から外されるということについてお聞き

しました。これに対して、平群町では４月より介護保険給付から地域支援事業

に移行される、それは現行のサービスがなくなるということではなく、新たな

緩和した訪問通所サービスが追加される、緩和したサービス従事者は資格を必

要としないが、平群町が指定した研修の修了者に限る。ボランティアは考えて

いないとの御返事をいただきました。この緩和された事業をいろいろ聞いてみ

ると、家の掃除とか棚をかけるような日曜大工のような仕事とか、電気の球を

変えるとか、ごく簡単な事業らしいですけども、この緩和された基準で行う事

業者があるか検討中とのことでしたが、結果はいかがでしたでしょうか。手を

挙げてくれる業者がない場合どうするおつもりですか。これは非常に心配であ

りました。  

 また、要介護２までの軽度者に対する福祉用具対応、特定福祉用具販売、住

宅改修については、国の社会保障審議会において検討中とのことでしたが、実

施の時期が迫っていますが、何らかの結論が出ているのでしょうか。  

 三つ目、介護サービスの現場の人に聞いて回りましたが、異口同音、報酬が

少な過ぎるとのことでした。昨年１０月２日の毎日新聞ですが、「報酬削減、最

低賃金に」それから「軽度介護細る担い手」という記事がありました。記事は

本文の中で、「国は財政難をにらみ、来春までに全市町村で実施する新サービス、

介護予防・日常生活支援総合事業で市町村が従来より安い報酬を設定して行う

よう義務づけた」「有資格者だけでなく数日間の研修を受けた無資格のヘルパ

ーを従事させる。料理や掃除は住民でもできるという理屈からだ」と書いてあ

ります、これは厚生省の役員が言うたそうですけども。また、毎日新聞の調査

では、報酬は平均２割減となり、訪問介護では従来規模の半分、デイサービス
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では３割の事務所しか参入していないと記事にありました。平群町の長寿会で

も県老連の指導のもと、二、三の地区で約３年ぐらい前ですかね、会員同士の

相互支援のテストケースが行われました。大変な苦労でしたという報告を聞い

ております。これなども資金難を予測した国側の準備手段であったかと思われ

ます。以前から介護従事者の低報酬が問題視されている中、まさに逆行する状

況です。国の指導もありながら、現場の事情も周知された担当者の皆さんには、

大変苛酷な立場に置かれていると思いますが、町としてのお考えと現状をお聞

かせください。  

 以上です。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 介護保険について、３点、御質問いただきました。順次、回答させていただ

きます。  

 １点目、介護予防・日常生活支援総合事業における緩和した基準によるサー

ビス提供事業者につきましては、平成２９年２月末時点で１カ所の事業所から

指定申請書の提出がありました。現在、指定に係る審査手続中です。また、実

施に向けて検討している事業所が１件という状況でございます。  

 ２点目、軽度者に対する福祉用具貸与等見直しについて、国の動向につきま

しては、平成２９年２月２７日付、厚生労働省資料によると、国の社会保障審

議会において、福祉用具につきましては将来的に給付の対象について議論すべ

きなどの意見や、現行制度の維持を求める意見等が出ています。住宅改修につ

きましては、施工業者によって内容や価格にばらつきがあることから、保険者

が適切に把握できるようにすべきである、利用者負担を所得や資産に応じてふ

やすように求める意見などから、今後も必要な見直しを進めていくとされてお

り、現時点においては、制度の改正には至っていないところです。  

 ３点目、総合事業の介護報酬引き下げにつきまして、平群町では広域７町統

一単価とし、現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護は、介護報酬を削減

せずに、現行と同額の報酬に設定しております。指定基準を緩和したサービス

につきましては、現行相当サービスより低い報酬を設定しております。今後も

町内の介護事業所とも十分に連携を図りながら、介護サービスの充実に努めて

まいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 城内君。  
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○２  番  

 １カ所でも申請先があったということは何か救われる思いですけども、それ

も基準が通るか通らないかもあるんだと思います。よく人に聞かれたのは、町

がなかったらどないすんねん、手を挙げてくれる人がなかったらどうするねん

ということで、いろいろ話をされたんですが、その中で社協が助けてくれるや

ろうというような御意見もありまして、それで社協が何もかも全部やるのは大

変だろうと思うんですけども、その辺のことはどうなんでしょうか。  

○議  長  

 福祉課長。  

○福祉課長  

 まずですね、今現在、要支援１・２の方が御利用されているサービスがなく

なるわけではございません。継続されておりますので、まずその心配はないの

かなと。それと緩和した基準ですね、今審査中の事業所が１件ということでご

ざいます。また、新たに検討中の事業所も１件ということでございます。  

 社協も含めましてですけども、平群町内の事業所に全て説明もし、聞き取り

もしているところです。社協につきましても、今後も協力を求めていきたいと、

このように考えております。  

○議  長  

 城内君。  

○２  番  

 なかなか国との間に入って大変だろうと思いますが、よろしくお願いします。 

 以上で結構です。終わります。  

○議  長  

 それでは、城内君の一般質問をこれで終わります。  

 あと４名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、あ

す改めて一般質問を行いたいと思います。  

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。あす

は午前１時３０分から本会議を開き、一般質問を続行します。  

 本日はこれにて延会いたします。  

（ブー）  
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延    会  （午後  ３時４１分）  


